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明
治
大
学
博
物
館
研
究
報
告
第
一
六
号

〈
研
究
報
告
〉

二
〇
一
一
年
三
月

転
封
実
現
過
程
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
－
延
享
四
年
内
藤
藩
の
磐
城
平
・
延
岡
引
越
を
素
材
と
し
て
ー

は
じ
め
に

　
本
稿
で
は
、
大
名
と
領
知
の
関
係
を
検
討
す
る
切
り
口
と
し
て
転
封
に
注
目
す
る
。

　
転
封
は
家
康
、
秀
忠
、
家
光
の
時
尤
も
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
徳
川
氏
に
よ
る
新
し
い

領
国
体
制
の
確
立
と
い
う
目
的
の
も
と
、
外
様
大
名
の
改
易
と
転
封
、
そ
れ
に
伴
う
徳
川
一
門

と
譜
代
大
名
の
配
置
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
。
体
制
が
確
立
し
た
寛
永
期
以
降
、
外
様
大
名
の

転
封
は
減
少
す
る
が
、
幕
政
執
行
の
立
場
か
ら
享
保
期
頃
ま
で
は
譜
代
大
名
の
転
封
も
盛
ん
に

　
　
　
　
　
（
1
）

行
わ
れ
て
い
る
（
グ
ラ
フ
一
参
照
）
。
こ
れ
ま
で
の
転
封
研
究
は
上
記
の
様
な
政
治
史
的
な
観
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

か
ら
分
析
さ
れ
、
多
く
の
成
果
を
上
げ
て
き
た
。

　
一
方
で
、
上
記
の
「
幕
府
と
藩
」
と
い
う
政
治
史
的
な
視
点
か
ら
、
「
大
名
と
領
知
」
の
関

係
に
視
点
を
移
す
と
、
転
封
研
究
に
は
違
っ
た
側
面
が
見
え
て
く
る
。
領
主
の
入
れ
替
え
が
領

民
に
と
っ
て
ど
の
様
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
同
時
に
藩
に
と
っ
て
転
封
は
ど
の
様
な
意
味
を
持

つ
の
か
、
ま
た
転
封
後
藩
政
機
構
が
す
ぐ
に
機
能
し
新
領
統
治
が
可
能
に
な
る
の
は
ど
の
様
な

仕
組
み
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
か
、
と
い
っ
た
新
た
な
課
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
転
封
時
の
貢
租
の
取
り
扱
い
や
転
封
反
対
一
揆
な
ど
の
研
究
が
み
ら
れ
も
の
の
、
転
封
を

「
大
名
と
領
知
」
と
い
う
視
点
か
ら
分
析
す
る
研
究
は
多
く
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
課
題
を
検
討

す
る
事
は
個
々
の
転
封
を
明
ら
か
に
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
藩
社
会
の
あ
り
方
、
地
域
社
会
と

藩
と
の
具
体
的
な
か
か
わ
り
や
藩
同
士
の
関
係
を
問
う
近
年
の
藩
研
究
の
課
題
に
答
え
る
事
に

　
　
　
（
4
）

も
な
ろ
う
。

　
転
封
を
経
験
し
た
藩
で
は
、
後
の
参
考
の
為
に
転
封
記
録
を
作
成
す
る
事
が
多
く
、
さ
ら
に

他
藩
が
こ
れ
を
借
り
写
す
事
例
も
見
ら
れ
る
為
、
譜
代
大
名
家
文
書
に
は
転
封
の
一
件
記
録
が

，
日
　
比
　
佳
代
子

　
　
　
　
（
5
）

散
見
さ
れ
る
。
転
封
の
一
件
帳
は
、
転
封
を
行
う
上
で
必
要
に
な
る
幕
府
や
他
大
名
家
と
の
や

り
取
り
、
作
成
す
る
書
状
や
帳
面
、
城
引
き
受
け
渡
し
の
手
続
き
等
が
効
率
的
に
ま
と
め
ら
れ

て
お
り
、
転
封
の
分
析
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
我
々
に
多
く
の
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
の

反
面
、
案
件
記
録
と
い
う
性
格
故
に
、
記
録
作
成
者
が
先
例
と
し
て
必
要
で
は
な
い
と
判
断
し

た
も
の
は
記
録
さ

れ
な
い
と
い
う
側

面
が
あ
り
、
藩
内

部
の
動
き
や
儀
式

化
さ
れ
て
い
な
い

領
民
と
の
や
り
取

り
な
ど
は
残
り
に

く
い
。
筆
者
の
問

題
関
心
か
ら
言
え

ば
、
一
件
記
録
以

外
に
も
史
料
を
求

め
、
記
録
さ
れ
に

く
い
側
面
を
拾
っ

て
い
く
事
が
重
要

に
な
る
。

　
以
上
の
様
な
点

を
踏
ま
え
、
本
稿

グラフ1
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で
は
転
封
時
の
藩
の
日
記
を
中
心
史
料
と
し
、
転
封
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
の
基
礎
作
業
と
し

て
、
転
封
を
告
げ
ら
れ
て
か
ら
城
引
き
受
け
渡
し
を
終
了
す
る
ま
で
の
経
過
を
明
ら
か
に
す
る
。

藩
の
日
記
を
使
う
事
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
見
え
に
く
か
っ
た
藩
内
で
の
具
体
的
対
応
や
、
家

中
の
役
割
配
分
な
ど
、
転
封
実
現
の
具
体
的
な
過
程
が
示
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
つ
い
て
は
、
検
討
対
象
を
延
享
四
（
↓
七
四
七
）
年
内
藤
藩
の
磐
城
平
か
ら
延
岡
へ
の
転
封

と
す
る
。
譜
代
大
名
の
内
藤
家
は
、
江
戸
時
代
に
二
度
の
領
知
の
移
動
を
経
験
し
て
い
る
。
一

度
目
は
、
元
和
八
（
一
六
二
二
）
年
に
内
藤
政
長
が
上
総
国
佐
倉
四
万
五
千
石
か
ら
陸
奥
国
磐

城
平
七
万
石
に
転
封
し
た
。
磐
城
平
領
の
旧
領
主
は
鳥
居
忠
政
で
、
鳥
居
は
出
羽
国
山
形

二
〇
万
石
へ
転
封
し
た
。
二
度
目
は
、
延
享
四
年
に
内
藤
政
樹
陸
奥
国
磐
城
平
七
万
石
、
牧
野

貞
通
日
向
国
延
岡
八
万
石
、
井
上
正
経
常
陸
国
笠
間
六
万
石
の
三
方
領
知
替
で
、
内
藤
家
は
延

岡
へ
、
牧
野
家
は
笠
問
へ
、
井
上
家
は
磐
城
平
へ
転
封
し
た
。

　
分
析
に
あ
た
っ
て
中
心
史
料
と
す
る
の
は
、
内
藤
家
文
書
の
延
享
四
年
「
万
覚
帳
」
で
あ

（
6
）

る
。
本
史
料
は
、
江
戸
藩
邸
御
用
部
屋
の
職
務
記
録
で
、
江
戸
と
国
許
で
交
わ
さ
れ
た
書
状
の

写
な
ど
も
記
録
さ
れ
て
い
る
為
、
転
封
時
の
藩
内
の
動
き
を
知
る
事
が
出
来
る
。
こ
の
史
料
は

延
享
四
年
の
内
藤
藩
の
様
子
を
多
面
的
に
示
し
て
く
れ
る
が
、
一
方
で
転
封
時
の
書
類
・
帳
面

の
作
成
や
授
受
、
城
受
け
取
り
渡
し
時
の
や
り
と
り
な
ど
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
事
も

多
い
。
こ
れ
を
補
う
為
、
「
奥
州
岩
城
平
日
州
延
岡
御
所
替
覚
帳
」
、
「
奥
州
岩
城
よ
り
日
州
延

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

岡
江
御
所
替
二
付
萬
留
書
」
な
ど
の
転
封
の
一
件
記
録
を
補
足
的
に
使
用
し
た
。
以
下
の
記
述

は
断
ら
な
い
限
り
延
享
四
年
「
万
覚
帳
」
を
出
典
と
し
、
こ
れ
以
外
の
も
の
は
、
そ
の
都
度
注

記
す
る
。
四
章
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
な
お
、
本
稿
は
明
治
大
学
博
物
館
二
〇
〇
九
年
度
特
別
展
「
大
名
と
領
地
1
お
殿
様
の
お
引
っ

越
し
ー
」
展
の
準
備
過
程
で
得
ら
れ
た
知
見
を
論
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
章
　
三
月
　
転
封
の
知
ら
せ

　
一
節
　
国
許
へ
の
知
ら
せ

　
延
享
三
年
、
磐
城
平
藩
の
周
囲
で
二
つ
の
所
替
が
あ
っ
た
。
棚
倉
藩
松
平
武
元
（
五
万
四
〇
〇
〇

石
）
、
掛
川
藩
小
笠
原
長
恭
（
六
万
石
）
、
館
林
藩
太
田
資
俊
（
五
万
石
）
の
三
方
領
知
替
（
松
平

家
は
館
林
へ
、
小
笠
原
家
は
棚
倉
へ
、
太
田
家
は
掛
川
へ
）
、
泉
藩
板
倉
勝
清
（
一
万
五
〇
〇
〇
石
）
と

相
良
藩
本
多
忠
如
（
一
万
五
〇
〇
〇
石
）
の
所
替
で
あ
る
。
内
藤
家
は
棚
倉
の
所
替
に
対
し
て
領

内
の
紺
屋
町
利
兵
衛
を
、
泉
の
所
替
に
対
し
て
は
領
内
の
小
名
町
権
三
郎
を
物
聞
に
派
遣
し
て

い
る
。
磐
城
平
周
辺
は
幕
領
、
譜
代
領
の
集
中
す
る
転
封
の
多
い
土
地
柄
で
あ
り
、
内
藤
家
は

他
藩
の
転
封
に
注
意
深
く
情
報
収
集
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
延
享
四
年
の
内

藤
家
の
転
封
過
程
を
見
て
い
く
と
、
元
和
八
年
に
入
封
し
て
か
ら
お
よ
そ
＝
一
五
年
間
磐
城
平

を
治
め
て
き
た
内
藤
家
に
と
っ
て
、
転
封
は
隣
国
で
起
こ
る
事
と
し
て
は
日
常
的
な
事
で
も
、

自
領
の
問
題
と
し
て
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
延
享
四
年
三
月
一
二
日

江
戸
着
磐
城
平
差
出
の
書
状
で
は
、
泉
領
新
領
主
本
多
家
は
郡
方
か
ら
は
挨
拶
を
し
て
来
た
が
、

家
老
に
よ
る
挨
拶
が
な
い
と
憤
慨
を
込
め
た
報
告
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
数
ヶ
月
後
に
自
ら
が

転
封
す
る
事
に
な
る
と
は
、
思
い
も
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
延
享
四
年
三
月
一
八
日
、
内
藤
家
の
江
戸
藩
邸
へ
登
城
の
老
中
奉
書
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
内

藤
家
で
は
内
容
は
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
様
子
で
、
「
御
用
之
趣
者
不
相
知
候
得
共
」
と
記
し

て
い
る
。
翌
一
九
日
、
政
樹
は
江
戸
城
御
座
の
問
で
所
替
を
命
じ
ら
れ
た
。
内
藤
家
は
延
岡
へ
、

牧
野
家
は
笠
間
へ
、
井
上
家
は
磐
城
平
へ
と
い
う
三
方
領
知
替
で
あ
っ
た
。
同
日
、
国
許
へ
転

封
を
知
ら
せ
る
書
状
が
送
ら
れ
た
。
書
状
に
は
、
「
御
所
替
数
年
中
放
之
儀
、
定
而
御
家
中
取

騒
可
申
候
問
随
分
穏
便
二
取
鎮
、
火
之
元
等
大
切
二
致
候
様
」
「
御
所
替
朔
而
百
三
十
年
二
及

候
事
故
、
此
飛
脚
致
到
来
候
ハ
・
早
速
其
表
御
家
中
末
々
迄
取
騒
可
申
候
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

内
藤
家
中
に
と
っ
て
転
封
が
衝
撃
的
な
知
ら
せ
で
あ
っ
た
事
を
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
、
転
封
が

命
じ
ら
れ
た
以
上
磐
城
平
は
自
家
の
も
の
で
は
無
く
な
る
為
、
家
中
屋
敷
や
屋
敷
内
の
竹
木
、

領
内
の
山
林
竹
木
を
荒
ら
さ
な
い
様
に
と
の
指
示
も
出
さ
れ
て
い
る
。
同
書
状
で
は
領
内
の
寺

院
に
貸
し
置
い
て
い
た
仏
像
を
引
き
上
げ
る
事
、
遠
国
故
引
き
払
い
は
困
難
が
予
想
さ
れ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

で
、
内
藤
家
分
家
内
藤
政
業
が
藩
主
の
湯
長
谷
藩
に
荷
物
を
預
け
、
追
々
江
戸
に
送
る
事
、
城

米
籾
一
万
俵
は
引
き
渡
し
の
重
要
事
項
で
あ
る
た
め
入
念
に
執
り
行
う
事
な
ど
が
記
さ
れ
て
い

る
。　

二
〇
日
、
呼
び
出
し
に
応
じ
て
内
藤
家
江
戸
藩
邸
留
守
居
保
井
勘
左
衛
門
が
勘
定
所
に
出
向

く
と
、
御
殿
詰
組
頭
八
木
半
三
郎
か
ら
磐
城
平
領
の
郷
村
高
帳
を
作
成
す
る
様
に
命
じ
ら
れ
た
。

一　12　一



転封実現過程に関する基礎的考察

案
詞
帳
面
を
渡
さ
れ
て
、
下
帳
で
伺
っ
た
上
で
清
書
を
提
出
す
る
様
に
と
の
指
示
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

早
速
、
同
日
の
江
戸
発
磐
城
平
宛
書
状
で
国
許
へ
郷
村
高
帳
作
成
の
指
示
が
伝
え
ら
れ
た
。
ま

た
こ
の
書
状
で
は
、
城
引
き
渡
し
の
時
期
は
類
例
か
ら
近
国
で
三
ヶ
月
後
、
遠
国
で
四
ヶ
月
後

と
な
っ
て
お
り
、
八
月
に
な
る
可
能
性
が
高
い
事
、
家
中
の
女
が
磐
城
平
か
ら
延
岡
に
移
動
す

る
際
に
関
所
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
為
、
証
文
と
家
中
女
惣
人
高
帳
面
を
関
所
に
提
出
す

る
必
要
が
あ
る
事
等
も
伝
え
て
い
る
。

　
二
一
日
、
内
藤
家
の
内
桜
田
番
所
勤
め
は
御
免
と
な
り
、
同
日
夜
に
磐
城
平
に
転
封
の
知
ら

せ
が
届
い
た
。
翌
日
、
転
封
が
告
げ
ら
れ
て
か
ら
四
日
目
と
な
る
二
二
日
に
内
藤
家
中
と
領
民

に
転
封
が
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
二
節
　
他
大
名
家
と
の
や
り
と
り

　
所
替
を
実
行
す
る
に
あ
た
り
幕
府
が
直
接
的
に
関
与
す
る
の
は
、
城
受
け
取
り
渡
し
日
の
決

定
、
領
知
の
郷
村
高
帳
の
提
出
指
示
と
新
所
領
の
決
定
、
上
知
の
手
続
き
、
受
け
取
り
渡
し
に

必
要
に
な
る
諸
書
類
の
提
出
指
示
、
城
受
け
取
り
渡
し
時
の
監
督
な
ど
で
、
事
細
か
に
城
受
け

取
り
渡
し
ま
で
の
指
示
を
出
す
訳
で
は
無
か
っ
た
。
日
程
調
整
や
書
類
の
作
成
、
城
受
け
取
り

渡
し
時
の
人
員
配
置
や
装
備
、
統
治
内
容
の
引
き
継
ぎ
な
ど
、
多
く
の
事
項
が
自
家
の
転
封
に

関
す
る
経
験
や
情
報
蓄
積
、
類
似
す
る
条
件
の
先
例
に
も
と
つ
い
て
、
転
封
相
手
の
大
名
家
と

の
緊
密
な
や
り
と
り
の
中
で
進
め
ら
れ
た
。
大
名
家
同
士
の
や
り
と
り
は
そ
れ
自
体
で
興
味
深

い
も
の
で
あ
る
が
、
紙
面
の
関
係
上
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
す
こ
と
と
し
、
本
節
で

そ
の
一
例
を
挙
げ
る
に
留
め
た
い
。

　
転
封
の
命
を
受
け
た
一
九
日
、
藩
主
の
登
城
を
受
け
て
御
城
前
に
詰
め
て
い
た
内
藤
家
江
戸

藩
邸
留
守
居
宇
野
與
太
夫
は
、
早
速
井
上
・
牧
野
両
家
の
御
留
守
居
衆
と
対
談
を
し
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

そ
の
日
の
内
に
留
守
居
同
士
が
そ
れ
ぞ
れ
の
江
戸
藩
邸
に
挨
拶
に
行
っ
て
い
る
。
二
〇
日
江
戸

発
磐
城
平
宛
書
状
に
は
、
井
上
家
と
牧
野
家
だ
け
で
は
な
く
、
最
近
所
替
し
た
小
笠
原
長
恭
、

太
田
資
俊
、
松
平
武
元
の
留
守
居
と
寄
合
を
し
て
詳
細
を
決
め
て
行
く
と
記
し
て
い
る
。
こ
の

様
に
転
封
の
為
の
情
報
収
集
は
転
封
相
手
の
大
名
家
以
外
に
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
情
報
を
問
い
合
わ
せ
る
先
は
旧
領
主
に
も
お
よ
ん
で
い
る
。
二
六
日
深
夜
江
戸
に
到

着
し
た
磐
城
平
差
出
の
書
状
に
は
、
国
許
で
は
城
付
の
武
具
の
内
容
が
わ
か
ら
ず
、
「
先
年
御

所
替
之
節
之
古
帳
面
諸
向
江
相
尋
候
得
共
未
タ
相
見
出
不
申
候
」
た
め
、
他
か
ら
書
き
抜
い
た

情
報
を
送
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
状
に
対
し
て
江
戸
か
ら
は
、
国
許
で
は
先
例
も
分
か

ら
な
い
し
、
送
っ
て
来
た
書
付
も
使
え
な
い
も
の
な
の
で
、
類
例
を
聞
い
て
追
々
送
る
と
回
答

し
て
い
る
。
国
許
か
ら
の
書
状
へ
の
対
応
で
あ
ろ
う
か
、
翌
二
七
日
、
内
藤
家
留
守
居
保
井
勘

左
衛
門
が
、
磐
城
平
の
前
領
主
で
あ
る
鳥
居
家
の
留
守
居
瀧
山
与
次
右
衛
門
方
を
訪
問
し
て
い

る
。
鳥
居
家
が
磐
城
平
領
を
治
め
て
い
た
時
代
の
城
築
縄
張
と
磐
城
平
城
の
城
付
武
具
の
数
に

つ
い
て
尋
ね
た
と
い
う
。

　
国
許
へ
転
封
を
知
ら
せ
た
一
九
日
江
戸
発
の
書
状
で
は
、
「
今
度
御
所
替
之
儀
無
其
表
二
而

万
端
当
惑
可
致
ト
存
候
、
棚
倉
御
所
替
之
格
ト
先
可
相
心
得
候
、
夫
二
付
久
敷
儀
故
諸
事
之
取

始
末
殊
之
外
　
御
気
遣
二
被
　
思
召
候
」
と
、
藩
主
も
元
和
八
年
以
来
の
転
封
に
準
備
が
順
調

に
進
む
か
気
を
揉
ん
で
い
る
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
延
享
段
階
で
は
、
先
例
の
蓄
積
に
よ
っ
て

一
定
の
転
封
の
作
法
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
が
、
元
和
八
年
の
磐
城
平
入
封
時
に
は
十
分
な
作

法
形
成
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
三
ヶ
月
程
先
の
や
り
と
り
に
な
る
が
、
六
月

一
四
日
江
戸
着
磐
城
平
差
出
の
書
状
へ
の
江
戸
回
答
に
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。
内
藤
家
に
は

旧
領
主
鳥
居
氏
か
ら
引
き
継
い
だ
土
地
台
帳
が
あ
り
、
当
時
こ
れ
を
「
最
上
帳
」
と
称
し
て
い

た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
元
和
八
年
の
鳥
居
家
か
ら
の
城
引
き
渡
し
の
際
に
帳
面
の
引
き
渡
し
が

な
か
っ
た
の
で
、
後
日
最
上
ま
で
行
っ
て
鳥
居
家
か
ら
郷
村
高
帳
を
も
ら
っ
た
。
だ
か
ら
最
上

帳
と
言
う
の
だ
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
許
で
磐
城
平
入
封
時
の
情
報
が
整
え
ら
れ
な

か
っ
た
の
は
、
引
き
継
ぎ
文
書
な
ど
の
取
り
決
め
が
無
か
っ
た
入
封
時
の
事
情
に
も
起
因
し
て

　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

い
る
事
が
分
か
る
。
長
期
間
に
わ
た
り
転
封
を
経
験
せ
ず
、
先
の
転
封
時
の
情
報
も
十
分
で
は

な
い
と
い
う
状
況
は
、
内
藤
家
に
と
っ
て
他
大
名
家
か
ら
の
情
報
収
集
を
よ
り
重
要
な
も
の
に

し
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
正
徳
二
年
に
三
河
吉
田
か
ら
延
岡
へ
転
封
し
、
三
六
年
間
延
岡
を
統
治
し
て
き
た
牧

野
家
か
ら
は
、
特
に
様
々
な
情
報
を
得
て
い
る
。
二
六
日
江
戸
発
磐
城
平
宛
書
状
で
は
、
牧
野

家
地
方
役
人
に
話
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
延
岡
領
の
年
貢
は
磐
城
平
領
よ
り
少
な
い
上
、
京
大
坂

長
崎
の
勤
め
向
き
も
多
く
、
遠
国
の
往
来
は
出
費
も
多
い
。
だ
か
ら
、
今
ま
で
の
家
中
の
人
数
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で
や
っ
て
い
け
る
か
難
し
い
。
「
軽
キ
者
」
が
御
暇
を
願
い
出
て
き
た
ら
不
欄
で
は
あ
る
が
少

し
ず
つ
人
数
を
減
ら
し
て
ゆ
く
し
か
な
い
だ
ろ
う
と
記
さ
れ
て
い
る
。
転
封
先
の
家
政
向
き
の

情
報
を
入
手
し
て
、
早
く
も
新
領
知
に
適
合
的
な
家
臣
団
規
模
が
模
索
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
書
状
で
は
、
「
延
岡
領
者
浮
役
小
物
成
品
々
多
、
取
立
殊
之
外
六
ヶ
敷
相
聞
工
候
、
新
規
之

者
呑
込
兼
申
候
」
と
し
て
、
現
在
牧
野
家
の
地
方
担
当
者
が
江
戸
に
い
る
為
、
早
々
に
郡
方
の

役
人
を
江
戸
に
登
ら
せ
、
話
を
聞
く
様
に
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
追
而
御
引
渡
前
三
拾
日

程
茂
先
達
而
延
岡
罷
越
、
諸
事
牧
野
様
御
役
人
江
対
談
無
之
候
而
者
罷
成
間
敷
候
」
と
し
て
、

城
受
け
取
り
日
の
三
十
日
前
に
は
業
務
引
き
継
ぎ
の
為
に
現
地
入
り
す
る
様
に
命
じ
て
い
る
。

　
牧
野
家
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
情
報
は
領
内
統
治
に
関
わ
る
も
の
だ
け
で
は
無
か
っ
た
。
二
七

日
江
戸
発
磐
城
平
宛
書
状
で
は
、
延
岡
ま
で
の
道
中
で
家
中
が
問
題
を
起
さ
な
い
様
に
、
道
中

の
立
ち
寄
り
見
物
、
押
し
買
い
・
押
し
売
り
、
喧
嘩
口
論
、
遊
女
博
打
な
ど
を
禁
じ
た
条
目
が

下
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
条
目
も
、
先
年
牧
野
家
が
延
岡
へ
所
替
に
な
っ
た
時
に
家
中
に
仰
せ
渡

し
た
も
の
に
、
内
藤
家
側
で
加
筆
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
家
中
引
っ
越
し
に
際
し
て
の
条
目
す

ら
、
牧
野
家
か
ら
引
き
継
い
だ
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
三
節
　
転
封
準
備
と
江
戸
藩
邸

　
転
封
が
告
げ
ら
れ
た
翌
日
、
江
戸
に
て
「
御
引
渡
御
請
取
迄
之
間
諸
事
承
合
勇
御
用
懸
」
に

留
守
居
宇
野
與
太
美
が
命
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
を
告
げ
た
二
〇
日
江
戸
発
磐
城
平
宛
書
状
に
は
、

今
回
の
任
用
を
「
此
度
之
儀
万
端
御
留
守
居
御
引
受
不
申
候
而
者
難
成
候
付
」
と
説
明
し
て
い

る
。
ま
た
、
二
四
日
に
は
江
戸
で
御
用
懸
頭
取
に
佐
々
三
郎
右
衛
門
、
吟
味
方
御
用
懸
に
杉
山

八
兵
衛
が
命
じ
ら
れ
、
二
六
日
江
戸
発
磐
城
平
宛
書
状
で
そ
の
旨
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
同
じ

書
状
で
、
今
回
の
転
封
は
国
許
に
は
先
例
が
無
い
の
で
、
平
生
は
役
方
で
処
理
し
て
い
る
事
で

も
、
受
け
取
り
渡
し
に
関
わ
る
事
は
飛
脚
を
立
て
て
一
々
伺
う
様
に
、
と
し
て
い
る
。
こ
れ
以

前
の
書
状
で
も
書
類
作
成
や
荷
造
り
な
ど
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
江
戸
に
確
認
す
る
様
に
と
の

指
示
が
出
さ
れ
て
い
た
が
、
転
封
に
関
わ
る
諸
事
に
つ
い
て
、
日
常
的
な
意
思
決
定
の
ル
ー
ト

と
は
異
な
り
、
江
戸
藩
邸
の
意
思
決
定
に
従
っ
て
進
め
る
と
い
う
事
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
様
に
、
転
封
に
あ
た
っ
て
は
幕
府
と
の
や
り
取
り
に
加
え
て
、
大
名
間

の
情
報
交
換
、
打
ち
合
わ
せ
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
。
こ
の
為
、
転
封
の
全
体
を
統
括
す
る

実
務
役
人
は
江
戸
藩
邸
か
ら
選
ば
れ
た
し
、
全
般
的
な
指
示
は
江
戸
藩
邸
か
ら
発
せ
ら
れ
る
事

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
無
論
、
転
封
を
実
行
す
る
為
の
個
々
の
役
割
は
国
許
の
役
人
に
も
担
わ

れ
た
が
、
情
報
の
集
約
点
・
指
示
命
令
の
拠
点
は
江
戸
藩
邸
に
あ
っ
た
。

　
転
封
の
命
が
下
る
と
す
ぐ
に
、
江
戸
か
ら
国
許
へ
事
細
か
な
指
示
が
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
渡
っ

て
出
さ
れ
、
城
、
家
中
屋
敷
を
始
め
領
内
の
様
々
な
情
報
を
江
戸
に
送
る
よ
う
に
と
の
指
示
も

出
さ
れ
始
め
る
。
国
許
か
ら
も
報
告
や
問
い
合
わ
せ
、
相
談
の
書
状
が
送
ら
れ
、
以
後
大
量
の

書
状
が
や
り
取
り
さ
れ
る
事
に
な
る
。
と
は
い
え
、
他
大
名
家
と
の
や
り
取
り
も
あ
り
、
転
封

の
準
備
は
書
状
の
や
り
取
り
だ
け
で
済
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
内
藤
家
中
は
打
ち
合
わ

せ
を
し
た
り
引
き
継
ぎ
を
受
け
る
為
に
頻
繁
に
移
動
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
全
て
を
あ
げ
る

事
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
二
、
三
の
事
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

　
先
述
し
た
様
に
、
二
六
日
江
戸
発
磐
城
平
宛
書
状
で
、
牧
野
家
の
地
方
担
当
者
に
話
を
聞
く

様
江
戸
か
ら
指
示
が
下
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
二
九
日
に
磐
城
平
で
、
郡
方
の

役
職
の
一
つ
で
あ
る
下
郡
の
猪
狩
清
右
衛
門
が
、
江
戸
に
登
っ
て
「
取
立
之
諸
方
万
端
承
合
候

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

様
二
」
と
命
じ
ら
れ
た
。
江
戸
に
登
っ
た
猪
狩
は
、
四
月
一
一
日
に
牧
野
家
中
市
川
用
左
衛
門

か
ら
延
岡
の
取
箇
、
小
物
成
に
つ
い
て
話
を
聞
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
翌
一
二
日
に
豊
後
日
田

代
官
岡
田
庄
太
夫
の
元
手
代
で
、
延
岡
辺
り
の
取
箇
に
精
通
し
た
地
方
巧
者
、
現
在
浪
人
の
三

好
幾
右
衛
門
と
面
談
を
し
、
同
月
一
六
日
に
磐
城
平
へ
帰
っ
て
い
る
。

　
勿
論
、
逆
に
江
戸
か
ら
国
許
へ
役
人
が
派
遣
さ
れ
る
事
も
あ
っ
た
。
御
用
懸
頭
取
佐
々
三
郎

右
衛
門
は
、
磐
城
平
の
御
用
席
と
の
打
ち
合
わ
せ
は
書
状
の
や
り
取
り
で
は
済
ま
な
い
と
し
て
、

任
用
か
ら
三
日
後
の
二
七
日
夜
に
江
戸
を
立
ち
磐
城
平
に
向
か
っ
て
い
る
。

　
大
坂
も
ま
た
重
要
な
地
点
と
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
内
藤
家
は
主
に
江
戸
と
国
許
を
行
き
来
す

る
だ
け
で
済
ん
で
い
た
が
、
新
領
知
は
西
国
延
岡
で
あ
っ
た
為
、
新
た
に
大
坂
に
も
拠
点
を
作

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
二
六
日
以
降
、
江
戸
か
ら
磐
城
平
に
宛
て
た
書
状
に
は
、
早
急

に
大
坂
に
万
端
を
引
き
受
け
る
役
人
を
置
い
て
、
牧
野
家
大
坂
留
守
居
と
面
談
を
し
、
延
岡
へ

の
船
路
の
事
等
も
段
取
ら
せ
な
け
れ
ば
将
が
明
か
な
い
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
役
は

留
守
居
の
様
な
役
で
、
国
許
し
か
知
ら
な
い
様
な
者
で
は
勤
ま
ら
な
い
と
、
外
交
能
力
の
高
い
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転封実現過程に関する基礎的考察

五
項
目
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
日
程
提
出
す
る
事
、
②
延
岡
城
受
け
取
り
の
全
役
人
の
名
前
の
書
付
と
牧
野
側
家
臣
と
内
藤

側
家
臣
が
各
所
で
交
代
を
行
う
際
の
武
具
・
人
数
の
書
付
を
提
出
す
る
事
、
③
家
来
衆
が
延
岡

へ
先
発
す
る
際
は
事
前
に
報
告
を
す
る
事
、
が
記
さ
れ
て
い
た
。
①
と
②
は
表
一
の
一
、
四
、

付
を
渡
さ
れ
た
。
こ
の
書
付
に
は
、
①
牧
野
家
中
と
相
談
し
て
延
岡
城
受
け
取
り
日
の
候
補
を

使
牧
野
織
部
宅
に
呼
び
出
さ
れ
留
守
居
保
井
勘
左
衛
門
が
出
向
く
と
、
松
平
藤
九
郎
列
座
で
書

ま
た
、
上
使
か
ら
の
呼
び
出
し
は
城
を
受
け
取
る
側
に
対
し
て
も
行
わ
れ
た
。

日
、
上

程
度
定
式
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

で
あ
る
。
他
の
転
封
の
事
例
で
も
、
上
使
は
城
を
引
き
渡
す
大
名
家
に
表
一
と
同
内
容
の
指
示

　
　
　
　
（
1
5
）

を
し
て
い
る
。
上
使
か
ら
城
邑
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
ら
れ
る
の
は
転
封
の
作
法
と
し
て
あ
る

の
作
成
指
示
を
記
し
た
書
付
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
一
覧
に
し
た
の
が
表
一
、
表

定
か
ら
二
、
三
日
の
内
に
は
、
受
取
方
渡
方
家
老
を
報
告
し
た
事
に
な
る
。

　
＝
日
、
上
使
建
部
宅
へ
呼
び
出
さ
れ
留
守
居
宇
野
與
太
夫
が
出
向
く
と
、
石
巻
列
座
で
書

付
を
二
通
渡
さ
れ
た
。
磐
城
平
領
の
城
邑
に
関
し
て
報
告
を
求
め
た
書
付
と
提
出
す
べ
き
絵
図

き
継
ぎ
の
手
続
き
を
行
う
役
人
達
の
事
で
あ
る
。
そ
の
人
員
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
上
使
決

事
を
上
使
へ
報
告
し
た
と
あ
る
。
受
取
方
、
渡
方
と
い
う
の
は
現
地
で
城
引
き
受
け
渡
し
や
引

ば
、
延
岡
受
取
方
家
老
を
内
藤
治
部
左
衛
門
が
、
磐
城
平
渡
方
家
老
を
穂
鷹
吉
兵
衛
が
勤
め
る

平
藤
九
郎
と
な
っ
た
事
が
内
藤
家
に
伝
え
ら
れ
た
。
四
月
七
日
江
戸
発
磐
城
平
宛
書
状
に
よ
れ

番
建
部
傳
右
衛
門
と
書
院
番
石
巻
権
右
衛
門
、
延
岡
城
の
上
使
は
使
番
牧
野
織
部
、
小
姓
組
松

四
月
四
日
、
磐
城
平
城
と
延
岡
城
の
引
き
渡
し
上
使
が
命
じ
ら
れ
、
磐
城
平
城
の
上
使
は
使

節

上
使
の
決
定

章

四
月

上
使
の
決
定
と
家
中
引
越
の
準
備

立
す
る
様
に
と
指
示
し
て
い
る
。
彼
ら
は
五
月
四
日
に
磐
城
平
か
ら
江
戸
へ
立
ち
、
諸
事
を
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

認
し
た
上
で
五
月
二
七
日
に
江
戸
を
出
立
、
六
月
一
六
日
に
大
坂
に
到
着
し
て
い
る
。

奪

者
を
あ
て
る
べ
く
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
二
九
日
に
磐
城
平
で
加
藤
勘
兵
衛
を

大
坂
表
諸
向
御
用
、
斎
藤
儀
左
衛
門
を
差
し
添
え
に
命
じ
、
江
戸
で
諸
事
を
確
認
し
大
坂
へ
出

表1　上使の報告要求項目及び指示

磐城平引き渡しの日程候補を二日程記した書付（井上家家来衆と相談の事） 内藤家で決める

磐城平城絵図・拍 内藤家で仕立てる

磐城平城附武具の書付、あれば城米の書付（但し竪帳で拍共四冊） 内藤家で報告する。御城米は三〇〇〇石と書き出す予定

城中番所で交替する人数と武具数の書付 内藤家で数を決めて報告する

城引渡の惣役人の名前の書付 数が決まり次第報告する

城内侍屋敷と足軽屋敷数の書付、屋敷付の戸障子畳数を改め、その写しを帳
ﾊにする事。磐城平で受けとる。

井上家で作成

城下人別町数・牛馬数改の書付 井上家で作成

公儀の関所や藩の関所、口留津留番所の有無、城下近辺の道法 井上家で吟味、作成

船着の有無、船数 井上家で吟味、作成

御朱印地寺社、除地寺社の書付 井上家で吟味、作成

御預人、公儀囚人、牢舎の者の有無 井上家で吟味、作成

切支丹類続の有無 井上家で吟味、作成

道中日数道法泊休の書付 井上家で吟味、作成

親類中への分知の有無 井上家で吟味、作成

磐城平領の三年分の物成の平均値、浮所務の有無の書付 郡方五ヶ年平均帳が出来次第、子年からの三年分で作成

堀廻り、町数、城内井戸数の書付 井上家で吟味、作成

両上使の磐城平逗留中の旅宿は程近くにする事、侍屋敷でも町屋でも構わな
｢。普請、畳替などは不要。

町屋旅宿の予定。

表2　城絵図の覚

色分の事 内藤家が仕立てる

寺の院号寺号の事 内藤家が仕立てる

町之名の事 内藤家が仕立てる

札場の事 内藤家が仕立てる

城下から東西南北、他領への方角の道法の事 井上家で吟味、作成

大手から町までの道法の事 井上家で吟味、作成

旅宿の事
建部傳右衛門宿は一丁目與作方。石巻権右衛門宿は一丁目庄兵衛方と書

ｫ出す
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城
受
け
取
り
渡
し
の
候
補
日
は
上
使
か
ら
両
家
で
相
談
せ
よ
と
指
示
さ
れ
、
大
名
同
士
で
候

補
日
を
決
め
る
訳
だ
が
、
実
際
に
大
名
が
や
り
取
り
を
す
る
の
は
そ
の
レ
ベ
ル
に
留
ま
ら
な

か
っ
た
。
上
使
建
部
・
石
巻
か
ら
渡
さ
れ
た
書
付
二
通
は
「
万
覚
帳
」
に
そ
の
写
が
書
き
留
め

ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
各
事
項
を
内
藤
家
と
井
上
家
の
ど
ち
ら
が
処
理
す
る
か
が
、
付
札
と
い

う
形
で
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
表
一
、
二
の
右
枠
に
記
し
た
。
付
札
の
存
在
を
踏
ま
え

れ
ば
、
上
使
決
定
後
、
程
な
く
城
引
き
渡
し
側
の
大
名
家
へ
城
邑
の
情
報
を
提
供
す
る
様
に
指

示
が
な
さ
れ
、
新
領
主
と
な
る
大
名
家
と
打
ち
合
わ
せ
の
上
、
分
担
を
決
め
る
段
取
り
に
な
っ

て
い
た
事
が
分
か
る
。

　
表
一
、
二
に
見
ら
れ
る
様
に
、
井
上
家
も
新
し
い
領
知
に
つ
い
て
報
告
を
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
新
領
主
と
な
る
大
名
は
入
封
前
に
新
領
知
に
つ
い
て
既
に
か
な
り
の
情
報
を
入
手
し
て
い

る
事
、
大
名
同
士
の
共
同
作
業
で
転
封
が
進
め
ら
れ
て
い
る
事
が
分
か
る
。
な
お
、
城
受
け
取

り
渡
し
の
候
補
日
に
つ
い
て
は
、
牧
野
家
と
内
藤
家
の
相
談
の
結
果
、
八
月
四
日
か
七
日
の
案

が
出
て
、
井
上
家
に
も
差
し
障
り
が
無
か
っ
た
為
、
候
補
日
を
そ
の
両
日
と
す
る
事
に
し
た
。

候
補
日
決
定
は
上
使
の
指
示
か
ら
一
一
日
後
、
四
月
二
二
日
の
事
で
あ
る
。

　
表
一
の
一
七
項
目
に
あ
る
様
に
、
城
引
き
渡
し
時
に
は
、
関
係
者
の
宿
を
用
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
件
は
、
三
月
末
か
ら
江
戸
国
許
間
の
書
状
の
や
り
取
り
の
中
で
話
題
に
登
っ

て
い
る
。
引
き
渡
し
前
は
侍
屋
敷
を
宿
と
し
、
引
き
渡
し
後
は
町
宿
に
引
き
移
る
の
が
先
例
で

あ
っ
た
が
、
上
使
か
ら
侍
屋
敷
・
町
屋
は
問
わ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
宿
が
増
え

て
修
復
場
所
が
増
え
る
の
を
避
け
る
為
、
三
家
で
相
談
し
て
町
宿
に
す
る
事
に
し
、
そ
の
線
で

　
　
　
　
　
（
1
6
）

調
整
が
進
ん
だ
。
四
月
一
八
日
、
上
使
建
部
の
旅
宿
は
一
丁
目
遠
藤
與
作
方
、
上
使
石
巻
の
旅

宿
は
一
丁
目
庄
兵
衛
方
、
郷
村
受
け
渡
し
を
担
当
す
る
代
官
竹
垣
治
部
右
衛
門
の
旅
宿
は
二
丁

目
太
兵
衛
方
と
し
、
井
上
家
受
取
方
の
面
々
の
旅
宿
は
三
丁
目
、
内
藤
家
渡
方
の
面
々
は
四
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

目
、
五
丁
目
を
旅
宿
と
す
る
事
が
磐
城
平
に
て
町
奉
行
に
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
転
封

に
お
け
る
代
官
の
役
割
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
上
使
か
ら
の
書
付
提
出
の
指
示
は
そ
の
後
も
行
わ
れ
た
。
二
七
日
に
上
使
建
部
宅
へ
呼
び
出

さ
れ
留
守
居
保
井
勘
左
衛
門
が
出
向
く
と
、
石
巻
列
座
で
書
付
を
渡
さ
れ
た
。
そ
の
内
の
一
通

は
城
郭
に
関
す
る
質
問
で
表
三
に
示
し
た
。
こ
れ
以
外
に
、
上
使
が
磐
城
平
へ
向
か
う
際
に
必

要
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
、

千
住
磐
城
平
間
の
御
料
私

領
城
主
と
こ
の
間
の
距
離

を
記
し
た
書
付
を
二
通

と
、
上
使
の
控
え
用
に
磐

城
平
領
の
絵
図
二
枚
を
提

出
す
る
様
に
求
め
ら
れ
て

い
る
。
同
日
、
上
使
牧
野

織
部
方
へ
呼
び
出
さ
れ
留

守
居
宇
野
與
太
夫
が
出
向

く
と
、
松
平
藤
九
郎
列
座

で
、
尋
ね
事
が
あ
れ
ば
江

戸
で
聞
く
事
、
引
き
渡
し

表3　四月二七日　建部・石巻から渡された書付

地侍井浪［　　　　　　　　　］書付磐城平［　　　　ユ候事

城建家坪数井城地何町四方有之哉之事

磐城平城内住居絵図弐枚御指出可被成事

城之高サ之事

堀之深サ堀幅之事

城築誰二候哉之事付縄張之事

代々城主之事

弓鉄砲狭間数之事

硝煙員数之事

巣鷹山有之哉之事

入代リ番所何方何ト申所委細承度候事

御知行外之国二茂有之哉之事

於磐城平領従公儀建候制札井法度書付有之哉之事

従　公儀之傳馬馬借有之哉之事

城下侍屋敷足軽屋敷数之事

磐城平［　　　　　　　］

厩数井馬数［　　　　　］

家来鎗験井惣人数合印書付可被差出候事

］＊虫食いが激しい為、史料をそのまま引用し不明箇所は口
　で示した。

時
に
雨
な
ら
雨
具
を
着
用
す
る
事
の
二
点
を
示
し
た
書
付
一
通
を
渡
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
様
な
上
使
か
ら
の
指
示
に
対
し
、
内
藤
家
で
は
四
月
一
二
日
に
上
使
建
部
・
石
巻
か

ら
受
け
取
っ
た
書
付
の
写
二
通
を
国
許
へ
送
り
、
「
向
々
へ
申
付
書
推
次
第
早
々
為
指
登
可
申

候
、
委
細
者
右
御
書
付
之
通
二
付
具
二
不
申
遣
候
、
右
之
内
江
戸
二
而
相
済
候
分
者
致
附
紙
申

候
。
」
と
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
四
月
一
九
日
に
は
、
井
上
衆
へ
「
磐
城
平
城
引
渡
武
旦
ハ
井
役

人
之
覚
」
と
「
引
渡
諸
番
所
之
覚
」
を
渡
し
て
お
り
、
大
名
問
で
や
り
取
り
が
進
め
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

る
様
子
が
窺
わ
れ
る
。

　
こ
の
様
に
、
内
藤
家
で
は
江
戸
藩
邸
や
国
許
で
調
査
、
書
類
の
作
成
を
行
い
、
井
上
家
、
牧

野
家
と
も
や
り
取
り
を
交
わ
し
て
、
上
使
へ
の
報
告
準
備
を
進
め
た
。
内
藤
家
で
は
、
二
ヶ
月

後
の
六
月
一
〇
日
に
上
使
牧
野
織
部
、
松
平
藤
九
郎
へ
延
岡
受
取
方
惣
役
人
の
書
上
、
交
代
を

行
う
際
の
武
具
・
人
数
の
書
上
を
提
出
し
、
延
岡
へ
先
発
す
る
家
臣
が
追
々
磐
城
平
を
出
発
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

て
い
る
事
を
報
告
し
て
い
る
。
上
使
建
部
・
石
巻
へ
の
書
付
提
出
に
つ
い
て
は
、
七
月
一
日
江

戸
発
磐
城
平
宛
書
状
に
関
係
記
事
が
あ
る
。
曰
く
、
上
使
に
提
出
す
る
帳
面
は
、
磐
城
平
で
は

「
御
屋
形
帳
屋
敷
帳
」
（
表
一
の
六
項
目
に
該
当
し
よ
う
）
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
の
諸
帳
面
や
絵
図
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は
全
て
江
戸
で
提
出
が
済
ん
で
い
る
。
他
に
磐
城
平
で
準
備
し
て
お
く
帳
面
や
絵
図
は
な
い
と

記
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
提
出
日
は
不
明
な
が
ら
、
七
月
一
日
に
は
提
出
が
済
ん
で
い
た
事

が
確
認
出
来
る
。

　
二
節
　
家
中
引
越
の
準
備

　
四
月
に
な
る
と
家
中
の
引
越
準
備
も
除
々
に
進
ん
で
い
く
。
磐
城
平
か
ら
延
岡
へ
の
移
動
に

つ
い
て
、
内
藤
家
で
は
三
月
二
〇
日
江
戸
発
磐
城
平
宛
の
書
状
で
、
東
海
道
で
は
な
く
中
仙
道

を
通
る
事
を
検
討
し
て
い
た
。
理
由
と
し
て
、
⑦
白
河
か
ら
姫
路
へ
の
所
替
で
日
光
道
中
小
山

か
ら
木
曽
路
経
由
で
引
っ
越
し
た
例
が
あ
る
事
、
④
東
海
道
は
表
向
き
の
道
で
相
応
の
装
備
が

必
要
に
な
る
上
に
箱
根
の
関
を
越
え
る
の
も
大
変
だ
が
、
木
曽
路
は
脇
道
往
還
で
碓
氷
の
関
所

は
内
藤
家
分
家
内
藤
政
苗
が
藩
主
の
安
中
藩
領
で
都
合
が
よ
い
事
、
を
挙
げ
て
い
る
。
早
速
三

月
二
七
日
に
は
、
留
守
居
保
井
勘
左
衛
門
が
、
道
中
奉
行
神
谷
久
敬
用
人
と
面
談
し
、
所
替
で

家
中
の
者
が
移
動
す
る
に
あ
た
り
中
仙
道
を
通
る
事
に
問
題
は
な
い
か
ど
う
か
を
相
談
し
て
、

神
谷
の
問
題
が
な
い
と
い
う
意
向
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
四
月
三
日
江
戸
発
磐
城
平
宛

書
状
で
、
木
曽
路
通
行
に
つ
い
て
、
道
中
奉
行
水
野
忠
伸
・
神
谷
久
敬
へ
届
け
を
出
し
了
承
さ

れ
た
事
、
通
行
す
る
人
馬
数
が
多
い
と
駅
々
が
難
儀
す
る
の
で
、
人
員
は
日
割
を
し
て
少
し
ず

つ
毎
日
の
様
に
通
行
す
る
様
に
と
指
示
さ
れ
た
事
を
伝
え
て
い
る
。
同
書
状
で
は
、
日
割
人
馬

高
が
決
ま
り
次
第
両
人
に
報
告
す
る
の
で
、
移
動
の
惣
人
数
が
決
ま
っ
た
ら
組
み
分
け
を
し
て

江
戸
に
報
告
す
る
様
に
と
国
許
へ
指
示
し
て
い
る
。

　
磐
城
平
か
ら
延
岡
に
大
量
の
荷
物
を
運
び
、
家
中
と
そ
の
家
族
を
移
動
さ
せ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
所
替
に
は
莫
大
な
費
用
が
か
か
っ
た
。
三
月
二
二
日
磐
城
平
発
江
戸
宛
の
書
状
で
、
所
替

の
費
用
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
曰
く
、
「
此
度
御
所
替
二
付
御
引
払
御
用
御
城
廻
御
繕
御
入

用
金
井
御
家
中
引
料
渡
労
御
金
高
多
相
掛
リ
可
申
候
、
程
位
と
難
斗
御
座
候
得
共
大
図
弐
万
両

斗
茂
御
入
用
可
有
御
座
候
哉
」
と
、
所
替
に
伴
う
支
出
は
試
算
し
が
た
い
が
二
万
両
程
に
も
な

る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
が
調
達
出
来
な
い
場
合
は
、
「
兵
庫
屋
統
其
外

御
用
御
頼
之
者
共
此
節
之
事
二
御
座
候
間
御
用
金
被
仰
掛
可
然
存
候
」
と
し
て
い
る
。

　
四
月
九
日
江
戸
着
磐
城
平
差
出
の
書
状
で
は
、
輸
送
す
る
荷
物
は
四
千
駄
余
、
四
分
の
一
を

湯
長
谷
に
預
け
、
四
分
の
一
を
延
岡
、
四
分
の
二
を
江
戸
に
送
る
と
し
て
費
用
は
四
千
両
余
と

見
積
も
っ
て
い
る
。
試
算
と
は
い
え
、
荷
物
の
輸
送
だ
け
で
も
莫
大
な
費
用
が
か
か
る
事
が
分

か
る
。
こ
の
様
な
膨
大
な
支
出
に
、
所
替
の
費
用
は
容
易
に
は
調
達
し
が
た
か
っ
た
ら
し
く
、

四
月
一
五
日
、
内
藤
家
の
蔵
元
で
あ
る
兵
庫
屋
弥
兵
衛
、
同
じ
く
蔵
元
の
兵
庫
屋
治
兵
衛
、
御

用
商
人
の
柳
屋
源
兵
衛
を
江
戸
藩
邸
に
招
き
、
藩
主
御
目
見
の
上
、
そ
れ
ぞ
れ
七
〇
〇
〇
両
、

七
〇
〇
〇
両
、
三
〇
〇
〇
両
の
御
用
金
を
命
じ
て
い
る
。

　
先
に
あ
げ
た
三
月
二
二
日
磐
城
平
発
江
戸
宛
の
書
状
に
は
所
替
に
伴
う
支
出
と
し
て
「
家
中

引
料
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
所
替
に
伴
う
引
越
は
家
中
に
と
っ
て
も
大
変
な
物
入
り
で
あ
っ

た
か
ら
、
藩
か
ら
手
当
が
支
給
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
四
月
一
八
日
に
、
磐
城
平
に
て
家
中
へ
の

引
料
が
仰
せ
渡
さ
れ
て
い
る
。
家
老
は
金
二
四
五
両
、
組
頭
は
金
一
八
四
両
、
年
寄
・
用
人
は

］
二
六
両
、
物
頭
以
下
普
請
奉
行
ま
で
が
七
五
両
一
分
、
三
〇
〇
～
一
〇
〇
石
ま
で
の
平
士
が

五
一
両
一
分
、
知
行
扶
持
切
米
取
一
〇
〇
俵
以
上
が
四
〇
両
三
分
、
同
五
〇
俵
か
ら
九
九
俵
ま

で
が
三
〇
両
二
分
、
扶
持
切
米
二
七
俵
か
ら
四
九
俵
ま
で
が
二
一
両
二
分
二
朱
、
扶
持
切
米

二
六
俵
以
下
が
一
三
両
一
分
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
但
し
、
引
料
が
足
り
な
い
と
し
て
借
用
金

の
願
い
を
出
す
事
は
認
め
ず
、
引
越
が
出
来
な
い
者
は
願
い
次
第
に
永
御
暇
を
下
す
と
も
し
て

　
（
2
0
）

い
る
。
往
来
の
入
用
は
藩
が
担
う
と
は
い
え
、
所
替
に
あ
た
っ
て
藩
士
達
は
屋
敷
を
引
き
払
っ

て
家
族
を
連
れ
て
延
岡
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
こ
の
引
料
で
延
岡
ま
で
移
動
す

る
の
は
か
な
り
厳
し
か
っ
た
様
で
あ
る
。
貸
し
付
け
は
し
な
い
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、

二
〇
〇
石
前
後
の
実
務
担
当
の
藩
士
達
が
延
岡
に
先
発
し
た
時
の
記
録
を
み
る
と
、
藩
か
ら
引

料
以
外
に
も
借
用
金
を
用
立
て
て
貰
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
四
月
二
六
日
江
戸
着
磐
城
平
差
出
の
書
状
の
中
に
は
、
実
子
も
養
子
も
い
な
い
者
が

所
替
道
中
で
死
亡
し
た
場
合
、
思
し
召
し
に
よ
り
名
跡
を
仰
せ
つ
け
て
も
ら
い
た
い
と
の
願
書

の
案
文
が
あ
る
。
家
中
引
越
に
あ
た
っ
て
は
、
藩
側
も
様
々
な
配
慮
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
先
述
し
た
様
に
江
戸
と
磐
城
平
の
書
状
の
や
り
取
り
の
中
で
家
臣
団
を
あ
る
程
度
整
理
す
る

事
に
触
れ
て
い
た
し
、
抱
え
て
一
代
し
か
た
っ
て
い
な
い
者
に
は
暇
を
下
す
の
も
や
む
な
し
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

い
う
方
針
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
軽
キ
者
」
に
対
し
て
の
事
で
あ
っ
た
。

家
中
の
士
気
を
保
ち
滞
り
な
く
転
封
を
実
行
す
る
事
は
、
藩
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
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三
月
二
〇
日
江
戸
発
磐
城
平
宛
書
状
に
は
、
「
遠
国
江
御
家
中
引
越
二
付
、
只
今
二
而
者
御

減
少
二
而
茂
定
府
二
相
成
度
ト
申
者
多
ク
可
有
之
候
、
此
所
御
取
扱
御
据
り
無
之
候
而
者
御
暇

願
茂
多
出
来
候
歎
、
亦
者
過
分
之
引
料
不
被
下
候
而
者
引
越
不
罷
成
ト
申
達
多
可
有
御
座
候
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
遠
国
へ
の
引
越
を
忌
避
し
て
定
府
を
願
う
者
や
暇
を
願
う
者
が
出
る
事
も

懸
念
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
月
二
四
日
磐
城
平
発
江
戸
宛
の
書
状
で
は
、
延
岡
に
行
く
予

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
2
）

定
の
内
藤
全
稀
（
家
老
内
藤
治
部
左
衛
門
の
父
）
が
、

　
　
兼
而
船
至
而
不
得
手
二
御
座
候
、
磐
城
濱
辺
江
罷
越
一
両
度
茂
船
二
乗
見
候
処
、
六
七
間

　
　
之
所
茂
成
兼
早
速
眩
量
差
発
気
絶
同
前
之
事
御
座
候
。
右
之
趣
尊
神
以
偽
無
御
座
候
。
依

　
　
之
六
本
木
、
本
庄
何
レ
之
御
屋
敷
内
成
共
拝
領
被
　
仰
付
被
差
置
被
下
候
様
二
相
願
申
候

と
言
い
出
し
て
来
た
事
を
伝
え
て
い
る
。
家
老
の
父
が
、
船
路
が
絶
え
ら
れ
な
い
か
ら
江
戸
に

屋
敷
を
拝
領
し
た
い
、
つ
ま
り
延
岡
に
は
行
き
た
く
な
い
と
言
い
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
内

藤
全
稀
の
申
し
出
に
対
し
て
、
二
七
日
発
の
江
戸
か
ら
の
返
信
で
は
、
「
目
当
二
致
候
全
稀
引

立
之
了
簡
無
御
座
候
而
者
末
々
猶
以
引
立
申
問
敷
候
、
誠
此
度
之
儀
御
家
中
始
り
無
之
御
大
変

殊
二
遠
国
ト
申
御
家
中
一
同
之
難
儀
二
御
座
候
間
、
此
節
戦
場
同
前
ト
据
り
武
士
之
討
死
士
之

本
意
ト
申
程
」
の
心
得
で
な
け
れ
ば
実
行
出
来
な
い
と
強
い
調
子
で
返
し
て
い
る
。
転
封
を
命

じ
ら
れ
れ
ば
譜
代
大
名
は
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
実
際
に
転
封
す
る
事
は
そ
う
簡
単
で
は
無

か
っ
た
の
で
あ
る
。

三
章
　
五
・
六
月
　
役
職
の
整
備
と
引
越
道
中

　
一
節
　
引
き
受
け
渡
し
関
連
役
職
の
整
備

　
四
月
も
後
半
に
な
る
と
現
地
で
の
引
き
受
け
渡
し
に
携
わ
る
役
職
の
整
備
が
一
層
す
す
み
、

六
月
に
入
る
と
先
発
す
る
家
臣
達
の
出
立
が
み
ら
れ
る
様
に
な
る
。
本
節
で
は
そ
の
間
の
様
子

を
み
て
ゆ
く
。

　
四
月
二
三
日
江
戸
発
磐
城
平
宛
書
状
で
は
渡
方
と
受
取
方
の
人
員
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
渡

方
と
受
取
方
に
は
留
守
居
を
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
特
に
延
岡
の
受
取
方
に
つ
い
て
は
、

江
戸
で
仕
事
を
呑
み
込
ん
で
お
か
な
い
と
帳
面
だ
け
で
は
済
ま
な
い
と
し
て
い
る
。
引
き
受
け

渡
し
の
実
務
を
中
心
的
に
担
う
者
に
は
、
江
戸
で
仕
事
の
修
得
が
で
き
、
外
交
的
な
要
素
を
持
っ

て
い
る
者
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
書
で
は
磐
城
平
へ
は
留
守
居
宇
野
與
太
夫
、
延

岡
に
は
留
守
居
代
と
し
て
和
田
平
兵
衛
を
遣
わ
す
つ
も
り
と
し
て
い
る
。
翌
日
二
四
日
に
は
江

戸
御
用
部
屋
に
て
和
田
平
兵
衛
が
延
岡
受
取
方
の
留
守
居
代
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は

宇
野
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
既
に
宇
野
が
所
替
御
用
懸
に
任
命
さ
れ
て
い
る
為
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
後
の
江
戸
磐
城
平
間
の
書
状
の
や
り
と
り
の
中
に
「
此
度
之
御
用
磐
城
之
儀
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

宇
野
與
太
夫
一
式
呑
込
罷
下
、
延
岡
之
儀
ハ
和
田
平
兵
衛
一
式
呑
込
罷
越
候
趣
」
と
あ
り
、
こ

の
二
人
が
引
き
受
け
渡
し
の
中
心
的
な
実
務
担
当
者
で
あ
る
事
が
確
認
さ
れ
る
。

　
続
く
二
八
日
に
は
磐
城
平
で
、
郡
奉
行
の
増
田
稲
右
衛
門
が
延
岡
御
先
御
用
に
命
じ
ら
れ
て

　
（
2
4
）

い
る
。
下
郡
の
猪
狩
清
右
衛
門
、
吉
田
長
右
衛
門
を
差
し
添
え
と
し
、
勘
定
方
か
ら
猪
狩
牧
右

衛
門
、
吉
田
文
治
も
連
れ
て
行
く
様
に
指
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
猪
狩
清
右
衛
門
は
、
先
述
し

た
様
に
、
四
月
＝
日
に
江
戸
で
牧
野
家
中
か
ら
延
岡
の
取
箇
、
小
物
成
に
つ
い
て
指
導
を
受

け
た
人
物
で
あ
る
。
御
先
御
用
が
農
政
財
政
担
当
者
に
よ
る
引
き
継
ぎ
と
い
う
要
素
を
も
っ
て

い
た
事
を
窺
わ
せ
る
。

　
さ
ら
に
、
五
月
七
日
江
戸
発
磐
城
平
宛
書
状
で
は
、
渡
方
と
し
て
揃
え
る
べ
き
役
職
と
人
数

を
告
げ
て
、
候
補
者
を
あ
げ
る
様
に
と
の
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
は
渡
方
、
受

取
方
共
担
当
者
が
確
定
し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
そ
の
後
の
記
録
か
ら
確
認
さ
れ
る

渡
方
と
受
取
方
の
人
員
は
表
四
・
五
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
受
取
方
、
特
に
実
務
を
担
い
牧
野
家
側
と
の
打
ち
合
わ
せ
や
引
き
継
ぎ
を
必
要
と
す
る
者
達

は
一
般
の
家
中
に
先
行
し
て
磐
城
平
を
出
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
述
の
通
り
、
三
月

二
六
日
江
戸
発
磐
城
平
宛
書
状
で
は
、
延
岡
の
浮
役
小
物
成
の
取
り
立
て
が
複
雑
で
あ
る
事
か

ら
、
城
受
け
取
り
日
の
三
十
日
前
に
は
業
務
引
き
継
ぎ
の
為
に
適
当
な
人
物
を
現
地
入
り
さ
せ

る
様
指
示
し
て
い
た
。
ま
た
、
五
月
二
四
日
江
戸
発
磐
城
平
宛
書
状
で
は
、
受
取
方
は
六
月
五
、

六
日
頃
に
は
出
立
す
る
事
、
延
岡
に
は
城
受
け
取
り
の
二
〇
日
前
に
は
到
着
し
万
端
の
確
認
を

し
て
お
く
様
に
と
指
示
し
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
御
先
御
用
は
城
受
け
取
り
の
三
〇
日
前
、

そ
れ
以
外
の
受
取
方
は
二
〇
日
前
に
現
地
入
り
す
る
段
取
り
で
あ
る
。

　
御
先
御
用
、
受
取
方
を
務
め
る
家
中
の
実
際
の
出
立
状
況
を
見
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
⊥
ハ
月
二

日
に
増
田
稲
右
衛
門
ら
が
磐
城
平
を
出
立
し
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
は
城
受
け
取
り
渡
し
日
は
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転封実現過程に関する基礎的考察

表4　受取方（「御得替抜書」

　　　文書』1－31－63iより）

｛『内藤家

家老 内藤治部左衛門

組頭 加藤又左衛門

用人 久世與兵衛・三松勝右衛門

番頭 大嶋半兵衛

留守居代 和田平兵衛

物頭 大嶋兎毛・今村八郎兵衛

船奉行 片岡権右衛門

長柄奉行 加藤忠太夫

取次 伊木安左衛門

郡奉行 増田稲右衛門

町奉行 今泉郷左衛門

目付 三宅権左衛門・今西貞之進

使番 村田新右衛門・三松幾右衛門

宗門改 江上佐太夫

普請奉行 近藤十右衛門

櫓奉行 加藤傳右衛門

勘定頭 山田伊左衛門

賄役 藤田用右衛門・阿波儀左衛門

表5　渡方（八月三日井上家受取方と参

　　　会した内藤家渡方）

家老 穂鷹吉兵衛

組頭 近藤惣兵衛

用人 樋口左衛門・加藤善右衛門

留守居 宇野與太夫

郡奉行 川路仁左衛門

町奉行 清水五郎右衛門

大御目付 加藤善兵衛

勘定奉行 片寄傳五右衛門

櫓奉行 大橋左七

告
知
さ
れ
て
お
ら
ず
、
候
補
日
を
目
安
に
先
発
隊
の
派
遣
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
増
田
ら
が
江

戸
に
向
か
っ
て
い
た
六
月
五
日
に
、
江
戸
で
磐
城
平
上
使
、
延
岡
上
使
双
方
か
ら
城
受
け
取
り

渡
し
の
定
日
を
八
月
七
日
と
す
る
事
が
告
げ
ら
れ
た
。
延
岡
城
引
き
渡
し
は
、
海
路
の
為
延
着

が
生
じ
た
場
合
に
は
到
着
の
翌
日
に
内
見
分
を
し
て
、
翌
々
日
に
引
き
渡
し
を
行
う
と
指
示
さ

　
　
　
（
2
5
）

れ
て
い
る
。
増
田
ら
は
八
日
に
江
戸
に
到
着
、
す
ぐ
に
藩
邸
で
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
そ
の
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

内
に
江
戸
を
立
ち
、
木
曽
路
を
通
っ
て
二
八
日
に
大
坂
に
到
着
し
て
い
る
。
御
先
御
用
以
外
の

受
取
方
の
面
々
は
八
～
一
五
日
に
か
け
て
順
次
磐
城
平
を
出
立
し
て
お
り
、
一
八
日
に
は
江
戸

の
和
田
平
兵
衛
（
延
岡
受
取
方
留
守
居
代
）
も
出
立
し
、
和
田
は
東
海
道
を
通
行
し
て
七
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

に
大
坂
に
到
着
し
て
い
る
。

　
二
節
　
引
越
道
中
と
幕
府
へ
の
対
応

　
本
節
で
は
、
五
月
六
月
に
本
格
化
す
る
家
中
引
越
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く
。

　
延
岡
へ
の
通
路
に
中
仙
道
を
通
る
事
は
早
く
か
ら
決
ま
っ
て
い
た
が
、
磐
城
平
に
や
っ
て
く

る
井
上
家
中
や
代
官
の
通
路
と
の
関
係
も
あ
り
、
磐
城
平
か
ら
江
戸
に
出
る
通
路
が
二
転
三
転

し
た
。
最
終
的
に
は
五
月
一
四
日
江
戸
発
磐
城
平
宛
の
書
状
で
、
水
戸
街
道
経
由
で
千
住
へ
出

て
、
板
橋
か
ら
中
仙
道
の
木
曽
路
を
通
る
事
に
決
ま
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
後
、

二
一
日
磐
城
平
発
江
戸
宛
書
状
で
は
磐
城
平
か
ら
大
坂
ま
で
の
道
程
宿
割
に
つ
い
て
の
検
討
が

行
わ
れ
て
お
り
、
二
八
日
に
は
磐
城
平
で
志
賀
孫
左
衛
門
が
伏
見
か
ら
大
坂
ま
で
の
川
船
の
差

配
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
引
越
経
路
決
定
後
、
詳
細
が
詰
め
ら
れ
て
い
く
様
子
が
窺
わ
れ
る
。

　
磐
城
平
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
受
取
方
渡
方
以
外
の
家
中
面
々
は
六
月
二
〇
日
頃
か
ら
七

月
二
〇
日
頃
ま
で
順
次
出
立
し
て
行
き
、
磐
城
平
城
引
き
渡
し
の
一
〇
日
前
に
は
引
き
払
っ
て

し
ま
う
と
い
う
段
取
り
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
業
務
を
担
わ
ず
た
だ
移
動
す
る
だ
け
の
者
は
凡
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

三
四
〇
～
三
五
〇
人
程
と
さ
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
が
関
所
通
行
の
為
に
申
請
し
た
女
高
は

一
〇
〇
〇
人
を
越
え
て
い
た
か
ら
、
三
四
〇
～
三
五
〇
人
の
移
動
と
い
う
の
は
、
藩
士
の
数
と

考
え
ら
れ
る
。
家
中
の
引
き
移
り
は
分
散
し
て
移
動
す
る
事
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の

各
々
の
藩
士
が
家
族
を
連
れ
て
一
ヶ
月
の
間
磐
城
平
か
ら
出
立
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

　
家
中
屋
敷
は
荒
ら
し
た
り
損
じ
た
り
す
る
事
な
く
、
井
上
家
へ
引
き
渡
す
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
、
家
中
出
立
後
の
屋
敷
へ
の
対
処
も
必
要
に
な
っ
た
。
家
中
屋
敷
は
引
き
渡
し
前
に
全

て
空
き
家
に
し
て
、
屋
敷
毎
に
帳
面
を
仕
立
て
百
姓
の
番
人
を
付
け
て
お
き
、
引
き
渡
し
の
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

に
こ
の
番
人
か
ら
帳
面
を
以
て
井
上
家
側
に
渡
さ
れ
る
事
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
磐
城
平

の
家
中
屋
敷
は
凡
そ
五
〇
〇
軒
余
あ
り
、
当
初
予
定
の
番
人
の
設
定
で
は
費
用
が
か
か
り
過
ぎ

る
為
、
実
際
に
は
大
屋
敷
の
み
に
番
人
を
付
け
、
他
は
一
町
毎
に
仮
番
所
を
建
て
て
四
、
五
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

ず
つ
番
人
を
配
備
す
る
事
に
な
っ
た
。

　
延
岡
へ
の
引
き
移
り
に
あ
た
っ
て
、
特
に
幕
府
と
の
や
り
取
り
が
生
じ
た
の
が
、
荷
物
の
輸

送
に
伴
う
武
具
改
と
女
の
関
所
通
行
で
あ
る
。
磐
城
平
か
ら
江
戸
を
通
っ
て
延
岡
へ
移
動
す
る

今
回
の
転
封
で
は
、
家
中
家
族
の
女
に
対
す
る
関
所
通
行
の
手
続
き
が
必
要
に
な
っ
た
。
家
中

の
各
家
か
ら
延
岡
へ
引
き
移
る
女
の
数
を
申
請
さ
せ
、
髪
型
な
ど
の
特
徴
と
共
に
そ
の
数
を
ま

と
め
る
作
業
に
は
か
な
り
手
間
取
っ
て
い
る
。
最
終
的
に
は
六
月
一
三
日
に
幕
府
へ
女
高

一
〇
四
五
人
で
女
手
形
を
申
請
し
て
い
る
。

　
女
手
形
の
申
請
同
様
に
苦
労
し
た
の
が
武
具
改
で
あ
る
。
廻
船
さ
れ
る
荷
物
に
は
武
具
も
含

ま
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
浦
賀
番
所
で
船
改
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

五
月
二
日
江
戸
発
磐
城
平
宛
書
状
で
、
入
札
の
結
果
、
荷
物
廻
船
請
け
負
い
人
は
日
本
橋
の
井

上
重
右
衛
門
に
決
ま
っ
た
事
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
江
戸
屋
敷
か
ら
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
荷
物

廻
船
請
け
負
い
人
は
、
江
戸
は
勿
論
、
大
坂
と
の
や
り
取
り
も
こ
な
し
、
浦
賀
番
所
へ
の
対
応

な
ど
も
呑
み
込
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
常
態
の
者
で
は
務
め
が
た
い
為
、
江
戸
で
も
こ
れ

一　ヱ9　一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
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に
対
応
で
き
る
者
は
入
札
を
し
た
三
名
し
か
い
な
か
っ
た
と
言
う
。

　
浦
賀
番
所
通
船
時
の
武
具
改
に
つ
い
て
、
国
許
で
は
書
面
の
確
認
程
度
で
済
む
と
思
っ
て
い

た
が
、
改
め
は
荷
物
の
中
の
鉄
砲
や
具
足
を
実
際
に
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
五
月
一
四
日

江
戸
着
磐
城
平
差
出
の
書
状
で
は
、
請
負
人
か
ら
武
具
改
に
適
し
た
梱
包
方
法
を
教
え
ら
れ
た

が
、
既
に
荷
造
り
は
ほ
ぼ
終
わ
っ
て
お
り
、
や
り
替
え
に
は
大
変
な
費
用
が
か
か
る
と
歎
い
て

い
る
。
こ
の
書
状
を
受
け
て
の
行
動
で
あ
ろ
う
か
、
五
月
一
七
日
、
留
守
居
の
宇
野
與
太
夫
は

浦
賀
奉
行
青
山
俊
延
用
人
に
面
会
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
鉄
砲
弓
矢
鎗
は
小
口
か
ら
数
が
確
認

出
来
る
よ
う
に
荷
造
り
し
て
お
か
な
い
と
荷
を
解
か
れ
て
し
ま
う
事
、
具
足
馬
具
は
梱
包
し
た

状
態
で
改
め
る
事
な
ど
を
教
え
て
貰
っ
て
い
る
。
具
足
馬
具
は
荷
包
み
の
改
め
で
す
む
と
い
う

事
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
武
具
改
は
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
七
月
一
二
日
に
浦
賀

番
所
通
船
鉄
砲
井
武
具
員
数
証
文
を
提
出
し
、
一
五
日
に
酒
井
忠
恭
ら
老
中
連
印
の
裏
書
を

貰
っ
て
い
る
。
な
お
、
碓
氷
関
所
、
福
島
関
所
、
浦
賀
番
所
の
通
行
に
つ
い
て
は
、
書
類
の
手

続
き
に
留
ま
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
一
名
ず
つ
立
ち
合
い
役
人
を
派
遣
し
問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
に

様
々
に
気
を
配
ら
せ
て
い
る
。

　
三
節
　
郷
村
高
帳
の
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
本
章
の
最
後
に
六
月
に
山
場
を
迎
え
る
郷
村
高
帳
の
提
出
状
況
を
見
て
お
き
た
い
。
三
月

二
〇
日
の
勘
定
所
の
郷
村
高
帳
提
出
指
示
以
降
、
磐
城
平
か
ら
の
大
ま
か
な
下
書
提
出
や
記
載

に
つ
い
て
の
質
問
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
経
て
四
月
一
一
日
に
江
戸
か
ら
磐
城
平

に
、
小
物
成
が
複
雑
な
村
二
、
三
ヶ
村
分
を
ひ
と
ま
ず
作
成
し
て
提
出
す
る
様
に
と
伝
え
ら
れ

た
。
全
部
を
作
成
し
た
後
で
勘
定
所
か
ら
修
正
指
示
が
出
る
と
手
間
が
か
か
る
為
で
、
問
題
が

生
じ
そ
う
な
例
で
指
示
を
貰
っ
て
か
ら
、
残
り
の
村
の
分
を
作
成
す
る
と
い
う
段
取
り
で
あ
っ

た
。
同
一
八
日
に
、
指
示
さ
れ
た
数
ヶ
村
分
の
郷
村
高
帳
が
磐
城
平
か
ら
江
戸
へ
届
い
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

事
が
確
認
出
来
る
が
、
郷
村
高
帳
に
関
す
る
そ
の
後
の
動
向
は
し
ば
ら
く
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

約
一
ヶ
月
後
の
五
月
二
一
日
、
国
許
か
ら
郷
村
高
帳
が
届
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
間
に
数
ヶ

村
分
の
郷
村
高
帳
を
勘
定
所
へ
提
出
し
、
勘
定
所
か
ら
の
反
応
を
国
許
へ
伝
え
て
、
全
村
分
を

作
成
さ
せ
た
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。

　
内
藤
家
で
は
、
こ
の
郷
村
高
帳
を
勘
定
所
で
確
認
し
て
も
ら
い
、
指
示
が
あ
れ
ば
書
き
改
め
、

な
け
れ
ば
清
書
を
磐
城
平
で
作
成
す
る
心
づ
も
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
郷
村
高
帳
を
勘
定
所

に
提
出
す
る
と
、
尋
ね
事
が
あ
る
の
で
帳
面
を
作
成
し
た
役
人
を
江
戸
に
登
ら
せ
る
様
に
指
示

さ
れ
て
し
ま
う
。
二
五
日
江
戸
発
磐
城
平
宛
書
状
で
こ
の
旨
が
伝
え
ら
れ
、
二
八
日
に
は
磐
城

平
で
下
郡
の
大
和
田
織
右
衛
門
、
勘
定
人
の
根
本
伊
兵
衛
に
こ
の
件
の
対
応
の
為
に
翌
朝
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

に
江
戸
に
向
け
出
立
す
る
様
に
命
じ
て
い
る
。

　
六
月
三
日
に
留
守
居
宇
野
與
太
夫
が
勘
定
所
に
出
向
き
、
尋
ね
ら
れ
た
事
項
に
対
す
る
回
答

書
を
提
出
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
国
許
か
ら
役
人
が
来
た
ら
連
れ
て
来
る
様
に
催
促
さ
れ
て

い
る
。
三
日
夕
方
に
磐
城
平
か
ら
大
和
田
織
右
衛
門
ら
が
到
着
し
、
五
日
に
宇
野
と
大
和
田
が

勘
定
所
に
出
向
い
た
。
三
日
に
提
出
し
た
回
答
書
と
郷
村
高
帳
の
付
き
合
わ
せ
、
大
和
田
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

確
認
な
ど
が
行
わ
れ
、
提
出
し
た
郷
村
高
帳
の
内
容
で
了
承
さ
れ
て
い
る
。
郷
村
高
帳
提
出
に

つ
い
て
は
、
一
応
こ
こ
で
一
山
越
え
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
内
藤
家
側
は
下
書
の
つ
も
り
で
提

出
し
た
郷
村
高
帳
で
あ
っ
た
が
、
勘
定
所
か
ら
急
い
で
い
る
の
で
こ
の
郷
村
高
帳
へ
奥
書
を
し
、

必
要
な
も
の
は
付
札
を
し
て
提
出
す
る
様
に
と
の
指
示
を
受
け
、
更
に
追
加
提
出
す
る
帳
面
の

指
示
も
受
け
て
い
る
。
結
局
、
郷
村
高
帳
関
連
の
書
類
の
提
出
が
全
て
終
了
し
た
の
は
六
月
後

半
に
な
っ
た
様
で
、
郷
村
高
帳
作
成
の
為
に
磐
城
平
か
ら
江
戸
に
登
っ
て
い
た
勘
定
人
根
本
伊

兵
衛
、
岩
崎
織
七
、
大
谷
甚
右
衛
門
が
御
用
終
了
に
つ
き
江
戸
を
立
っ
た
と
い
う
記
録
が
六
月

二
六
日
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。

四
章
　
七
月
・
八
月
　
城
受
け
取
り
渡
し

　
一
節
　
代
官
と
の
や
り
と
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
七
月
に
入
る
と
所
替
に
伴
う
上
知
の
手
続
き
が
行
わ
れ
た
。
七
月
一
日
、
勘
定
所
に
お
い
て
、

こ
の
度
の
所
替
で
内
藤
政
樹
の
領
知
が
上
知
と
な
る
の
で
、
代
官
竹
垣
治
部
右
衛
門
は
磐
城
平

領
高
一
〇
万
六
九
〇
石
九
斗
⊥
ハ
升
を
預
か
る
様
に
と
の
書
付
（
A
と
す
る
）
が
、
代
官
竹
垣
の

手
代
鈴
木
三
四
郎
に
渡
さ
れ
た
。
勘
定
所
に
は
内
藤
家
留
守
居
宇
野
與
太
夫
も
呼
ば
れ
、
代
官

竹
垣
の
手
代
鈴
木
に
書
付
を
渡
し
た
旨
伝
え
ら
れ
た
。

　
呼
び
出
し
に
応
じ
、
翌
日
も
宇
野
が
勘
定
所
に
出
向
く
と
、
新
た
に
受
け
取
る
領
知
の
領
知

一20一
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村
附
帳
二
冊
と
目
録
一
通
を
渡
さ
れ
、
代
官
岡
田
庄
太
夫
へ
相
談
し
て
郷
村
を
受
け
取
る
様
に

と
命
じ
ら
れ
た
。
新
領
は
、
高
八
万
四
九
九
石
八
斗
弐
升
四
合
壱
勺
壱
才
で
、
内
訳
は
牧
野
藩

領
か
ら
引
き
渡
さ
れ
る
日
向
国
臼
杵
郡
・
宮
崎
郡
、
豊
後
国
大
分
郡
・
国
東
郡
・
速
見
郡
が
計

高
六
万
四
百
九
拾
九
石
八
斗
弐
升
四
合
壱
勺
壱
才
、
代
官
岡
田
庄
太
夫
か
ら
引
き
渡
さ
れ
る
幕

領
分
が
二
万
石
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
同
日
、
勘
定
所
に
て
代
官
竹
垣
の
手
代
鈴
木
三
四
郎
か
ら
A
の
書
付
の
写
に
竹
垣
治
部

右
衛
門
差
出
、
内
藤
備
後
守
（
政
樹
）
宛
所
で
郷
村
を
引
き
渡
す
べ
き
旨
書
き
継
い
だ
も
の

（
A
）
を
二
通
渡
さ
れ
た
。
一
通
は
内
藤
家
側
が
受
領
し
、
一
通
は
さ
ら
に
宇
野
與
太
夫
差
出
、

竹
垣
治
部
右
衛
門
宛
所
で
受
け
取
り
の
旨
を
書
き
継
い
で
、
手
代
鈴
木
へ
返
却
さ
れ
た
。
こ
の

受
領
の
や
り
と
り
は
、
本
来
は
大
名
屋
敷
に
代
官
手
代
が
A
を
持
参
し
て
行
わ
れ
る
先
例
で
あ

る
が
、
関
係
者
が
勘
定
所
に
そ
ろ
っ
て
出
向
い
て
い
る
為
、
牧
野
・
井
上
家
と
相
談
の
上
、
勘

定
所
で
や
り
と
り
す
る
事
に
し
た
の
だ
と
い
う
。

　
三
日
、
内
藤
家
で
は
、
昨
日
受
け
取
っ
た
領
知
村
附
帳
二
冊
と
村
附
目
録
一
通
の
本
書
と
写

を
代
官
岡
田
方
へ
持
参
し
代
官
岡
田
の
手
代
川
村
良
介
へ
渡
し
た
。
本
書
は
代
官
岡
田
の
豊
後

国
日
田
陣
屋
へ
送
る
と
の
事
で
、
写
の
方
に
庄
太
夫
の
奥
書
が
な
さ
れ
内
藤
家
側
に
返
さ
れ
た
。

　
転
封
で
は
城
と
郷
村
が
大
名
か
ら
大
名
に
引
き
渡
さ
れ
る
。
郷
村
引
き
渡
し
は
、
内
藤
家
が

六
月
末
に
終
わ
ら
せ
た
①
郷
村
高
帳
提
出
、
七
月
一
日
か
ら
行
わ
れ
た
②
領
知
の
上
知
と
代
官

へ
の
預
け
、
③
新
領
の
郷
村
の
通
知
、
と
い
う
形
で
進
ん
で
い
く
。
城
引
き
渡
し
と
上
使
の
関

係
と
同
じ
様
に
、
郷
村
の
引
き
渡
し
は
代
官
を
通
じ
て
行
わ
れ
、
大
名
間
で
直
接
行
わ
れ
る
も

の
で
は
無
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
七
月
一
日
江
戸
発
磐
城
平
宛
の
書
状
で

　
　
御
所
替
之
節
ハ
唯
今
迄
之
御
領
地
　
公
儀
江
被
差
上
候
付
、
御
代
官
様
御
出
御
受
取
、
其

　
　
上
二
而
井
上
様
御
拝
領
之
土
地
従
　
公
儀
御
渡
被
成
候
意
味
二
而
、
御
代
官
6
井
上
様
江

　
　
御
引
渡
被
成
候
、
右
二
付
新
領
主
江
御
譲
リ
被
成
候
訳
二
者
無
之
候
、
因
是
諸
帳
面
と
も

　
　
に
御
代
官
様
江
御
引
渡
申
候
、
直
二
新
領
主
江
帳
面
引
渡
ハ
無
之
候
由

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
表
高
に
つ
い
て
は
変
更
が
な
く
て
も
、
所
替
に
伴
い
領
知
を
引
き
移
れ
ば
、
土
地
の
生
産
力

に
よ
っ
て
実
高
が
変
わ
っ
て
く
る
。
三
月
に
所
替
の
命
が
下
っ
て
か
ら
こ
の
段
階
ま
で
内
藤
家

は
実
際
に
ど
の
郷
村
が
新
領
知
に
割
り
当
て
ら
れ
る
か
と
い
う
事
は
知
ら
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ゆ

え
に
新
領
知
の
実
高
も
把
握
で
き
て
い
な
い
。
こ
の
段
階
で
初
め
て
、
新
領
知
の
郷
村
を
実
高

を
以
て
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
二
節
　
磐
城
平
城
引
き
渡
し

　
最
後
に
磐
城
平
、
延
岡
で
の
城
引
き
受
け
渡
し
の
経
緯
を
時
系
列
で
追
っ
て
い
く
事
に
し
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

う
。
ま
ず
、
磐
城
平
城
引
き
渡
し
の
様
子
を
見
て
行
く
。

　
七
月
二
八
日
に
は
渡
方
留
守
居
宇
野
與
太
夫
が
磐
城
平
に
到
着
し
、
井
上
家
中
も
段
々
に
磐

城
平
に
到
着
し
て
い
た
。
先
述
し
た
様
に
、
家
中
屋
敷
は
引
き
渡
し
前
に
全
て
空
き
家
に
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
ず
、
引
渡
の
一
〇
日
前
に
は
家
中
は
引
き
払
う
事
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
引

き
渡
し
の
為
に
残
っ
て
い
る
内
藤
家
中
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
で
、
二
八
日
に
は
内
藤
家
中
も

屋
敷
を
引
き
払
い
町
方
へ
移
っ
て
い
る
。
ま
た
、
役
所
も
同
様
で
、
二
八
日
に
は
諸
役
所
を
引

き
払
い
、
役
人
達
は
内
藤
家
側
の
会
所
に
設
定
さ
れ
て
い
る
長
橋
町
性
源
寺
に
出
向
く
事
に

な
っ
た
。
同
様
に
、
井
上
方
に
も
会
所
が
設
定
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
菩
提
院
町
菩
提
院
と
な
っ

て
い
る
。
引
き
渡
し
前
の
こ
の
一
〇
日
程
は
、
新
領
統
治
に
必
要
と
な
る
様
々
な
事
項
に
つ
い

て
、
担
当
者
に
直
接
問
い
合
わ
せ
る
事
が
出
来
る
貴
重
な
時
間
で
あ
る
た
め
、
井
上
家
側
か
ら

の
働
き
か
け
で
、
郡
奉
行
や
町
奉
行
、
そ
の
他
の
役
人
達
が
両
家
で
の
会
合
を
持
っ
て
い
る
。

　
二
九
日
に
は
、
代
官
竹
垣
治
部
右
衛
門
手
代
衆
が
到
着
し
て
い
る
。
さ
っ
そ
く
下
郡
の
渡
辺

今
右
衛
門
、
大
和
田
織
右
衛
門
が
統
治
情
報
を
記
し
た
諸
帳
面
を
手
代
衆
へ
持
参
し
、
内
見
を

受
け
て
帳
面
の
仕
立
に
問
題
が
な
い
か
を
確
認
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。

　
三
〇
日
、
前
日
に
内
見
を
受
け
た
帳
面
の
内
受
取
の
為
、
元
〆
手
代
の
旅
宿
へ
郡
奉
行
、
下

郡
、
町
奉
行
が
帳
面
を
持
参
し
て
い
る
。
目
録
と
照
合
の
上
、
家
老
到
着
後
に
内
受
取
と
な
る

帳
面
を
除
き
、
こ
の
段
階
で
内
受
取
を
済
ま
せ
て
い
る
。
こ
の
際
、
町
方
寺
社
方
帳
面
も
一
緒

に
引
き
渡
し
て
い
る
。

　
八
月
二
日
、
代
官
竹
垣
が
用
意
さ
れ
た
旅
宿
に
到
着
し
た
。
名
主
を
始
め
町
在
の
役
人
な
ど

が
出
迎
え
、
内
藤
家
中
の
郡
奉
行
川
路
仁
左
衛
門
、
町
奉
行
清
水
五
郎
右
衛
門
も
出
迎
え
を
し

て
い
る
。
そ
の
後
、
代
官
竹
垣
は
旅
宿
で
内
藤
家
渡
方
の
上
層
部
と
面
談
し
て
い
る
。
帳
面
内
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見
の
結
果
問
題
が
な
か
っ
た
事
に
つ
い
て
代
官
が
承
知
し
た
事
、
井
上
方
へ
の
諸
帳
面
の
引
き

渡
し
は
代
官
旅
宿
で
行
わ
れ
る
が
、
代
官
も
上
使
に
挨
拶
す
る
為
に
登
城
を
す
る
事
な
ど
が
内

藤
家
側
に
伝
え
ら
れ
た
。

　
八
月
三
日
、
井
上
家
の
受
取
方
と
内
藤
家
の
渡
方
の
面
々
が
菩
提
院
で
御
用
談
の
参
会
を
し

た
。
こ
の
時
の
内
藤
側
の
面
々
が
表
五
と
な
る
。
こ
の
席
で
統
治
情
報
の
引
き
継
ぎ
や
城
引
き

渡
し
及
び
終
了
後
の
対
応
な
ど
が
話
し
合
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
終
わ
る
と
、
更
に
役
方
同
士

で
、
取
り
交
わ
す
証
文
の
事
や
帳
面
類
の
事
に
つ
い
て
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
い
る
。

　
磐
城
平
引
き
渡
し
に
関
し
て
は
こ
れ
以
後
の
や
り
取
り
が
殆
ど
記
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
磐

城
平
か
ら
江
戸
へ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
五
日
に
上
使
建
部
・
石
巻
は
磐
城
平
入
り
し
、
六
日
に

上
使
は
延
岡
城
内
の
内
見
分
を
お
こ
な
っ
た
。
内
見
分
終
了
後
は
、
す
ぐ
に
井
上
家
側
が
城
に

や
っ
て
来
て
内
受
取
を
済
ま
せ
た
と
い
う
。
引
き
渡
し
当
日
の
七
日
は
、
磐
城
平
城
に
て
上
使

が
双
方
の
家
老
を
召
し
出
し
、
城
受
け
渡
し
を
す
る
様
に
命
じ
、
城
受
け
渡
し
は
無
事
終
了
し

　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

た
と
報
告
し
て
い
る

　
三
節
　
延
岡
城
受
け
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
次
に
、
延
岡
城
受
け
取
り
の
様
子
を
見
て
行
く
。

　
七
月
一
八
日
に
は
留
守
居
代
和
田
平
兵
衛
、
御
先
御
用
増
田
稲
右
衛
門
が
別
船
で
延
岡
に
入

津
し
、
翌
日
に
も
内
藤
家
中
が
段
々
と
到
着
し
た
。
］
八
日
の
到
着
後
す
ぐ
に
和
田
は
牧
野
家

中
町
奉
行
加
藤
勘
左
衛
門
に
、
増
田
も
牧
野
家
中
郡
奉
行
へ
到
着
の
挨
拶
を
し
て
い
る
。
こ
の

時
、
和
田
は
加
藤
に
明
後
日
に
は
参
会
を
し
た
い
と
伝
え
、
翌
日
に
了
解
の
連
絡
を
受
け
た
が
、

内
藤
側
の
役
人
が
到
着
し
き
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
席
に
双
方
の
役
人
が
出
席
す
る
事

は
見
送
り
、
ひ
と
ま
ず
和
田
と
加
藤
を
中
心
に
参
会
す
る
事
に
な
っ
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
や

り
取
り
は
、
全
て
延
岡
の
町
年
寄
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
二
〇
日
、
和
田
平
兵
衛
と
加
藤

勘
左
衛
門
が
参
会
を
し
て
今
後
の
対
談
の
面
子
や
城
受
け
取
り
に
つ
い
て
の
確
認
を
行
い
、

二
三
日
、
二
七
日
も
両
家
の
受
取
方
役
人
、
渡
方
役
人
が
参
会
し
て
い
る
。

　
二
八
日
に
代
官
岡
田
の
手
代
熊
谷
市
左
衛
門
が
到
着
し
た
。
磐
城
平
の
事
例
を
踏
ま
え
れ
ば
、

代
官
手
代
到
着
後
、
牧
野
家
渡
方
は
帳
面
類
の
内
見
を
受
け
、
翌
日
代
官
手
代
元
〆
が
目
録
と

照
合
し
た
上
で
内
受
取
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
八
月
二
日
に
は
代
官
岡
田
庄
太
夫
が
到
着
、
五
日
に
は
代
官
岡
田
の
旅
宿
で
内
藤
家
は
郷
村

帳
以
外
の
諸
帳
面
の
内
渡
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
帳
面
は
牧
野
家
差
出
代
官
宛
、
奥
書
が

代
官
差
出
内
藤
家
宛
で
「
右
之
通
引
渡
申
候
以
上
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
外
に
表

立
っ
て
引
き
渡
す
と
い
う
形
を
取
ら
ず
、
牧
野
家
の
寺
社
奉
行
・
町
奉
行
・
郡
奉
行
・
普
請
方

か
ら
直
接
内
渡
を
う
け
る
帳
面
も
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
や
り
取
り
に
代
官
が
介

在
せ
ず
、
両
家
の
参
会
場
所
で
引
き
渡
し
て
し
ま
い
、
城
引
き
渡
し
当
日
に
城
で
そ
の
目
録
を

引
き
渡
す
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
な
形
で
渡
さ
れ
た
帳
面
は
、
牧
野
家
中
差
出
、
内
藤
家
中

宛
と
な
っ
て
い
る
。

　
城
引
き
渡
し
の
前
々
日
に
は
上
使
牧
野
織
部
・
松
平
藤
九
郎
は
所
定
の
旅
宿
に
到
着
す
る
予

定
だ
っ
た
が
、
船
の
遅
延
の
為
、
上
使
牧
野
織
部
・
松
平
藤
九
郎
の
船
が
延
岡
の
港
に
着
岸
し

た
の
は
八
日
、
旅
宿
に
到
着
し
た
の
は
一
〇
日
の
事
で
あ
っ
た
。
旅
宿
に
到
着
し
た
上
使
牧
野

織
部
・
松
平
藤
九
郎
は
、
城
引
き
渡
し
を
一
二
日
と
す
る
事
を
両
家
に
告
げ
、
五
日
遅
れ
で
城

引
き
渡
し
が
行
わ
れ
る
事
に
な
っ
た
。
ま
た
、
同
日
上
使
か
ら
次
の
「
覚
」
が
渡
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
覚

　
　
一
、
御
黒
印
御
下
知
之
趣
認
メ
候
高
札
建
置
候
間
、
何
茂
致
拝
見
候
様
可
申
触
候

、
内
藤
備
後
守
殿
家
来
中
、
万
端
能
々
被
申
合
、
万
事
作
法
能
様
二
可
被
致
候
、
尤
人

　
数
込
合
不
申
候
様
二
被
申
合
、
且
火
之
元
等
念
ヲ
入
可
被
申
付
候

、
明
日
五
ツ
時
過
、
城
内
見
分
、
夫
6
城
外
見
分
可
申
候
、
城
中
者
用
人
中
案
内
、
城

　
外
者
軽
キ
者
案
内
致
候
様
可
被
申
付
候

、
見
分
相
済
候
後
、
双
方
被
申
合
、
苦
ヶ
間
敷
所
者
勝
手
次
第
、
請
取
渡
可
有
之
候
、

一　
武
具
蔵
致
封
印
置
、
引
渡
之
朝
改
、
請
取
渡
手
廻
宜
様
可
被
致
候
、
以
上

　
八
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
野
織
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
藤
九
郎

　
一
条
目
に
い
う
高
札
は
、
所
替
に
あ
た
っ
て
の
夫
役
賦
課
や
年
貢
・
借
財
な
ど
の
事
、
家
僕
・

譜
代
な
ど
の
扱
い
、
治
安
関
係
の
事
な
ど
で
、
牧
野
・
松
平
の
上
使
名
で
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
一
一
日
に
牧
野
家
に
渡
さ
れ
、
高
札
場
に
建
て
ら
れ
た
。
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転封実現過程に関する基礎的考察

　
ま
た
、
三
、
四
条
目
に
は
、
一
一
日
に
上
使
が
城
内
の
内
見
分
を
行
い
、
終
了
後
は
両
家
で

内
受
け
取
り
渡
し
を
す
る
様
に
と
し
て
い
る
。
二
日
の
上
使
の
動
き
は
記
録
が
な
い
の
だ
が
、

磐
城
平
城
で
六
日
に
上
使
建
部
・
石
巻
が
登
城
し
て
内
見
分
を
し
、
井
上
家
が
内
受
取
を
行
っ

た
様
に
、
延
岡
城
で
も
一
一
日
に
上
使
牧
野
・
松
平
が
登
城
し
て
内
見
分
を
行
い
、
終
了
後
内

藤
家
は
内
受
取
を
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
郷
村
の
統
治
を
象
徴
す
る
郷
村
帳
の
受
け
渡

し
は
正
式
に
は
城
受
け
取
り
当
日
に
行
わ
れ
る
の
だ
が
、
一
一
日
の
内
に
代
官
の
旅
宿
に
て
郷

村
帳
の
内
渡
が
行
わ
れ
、
呼
び
出
さ
れ
て
い
た
村
役
人
達
へ
、
牧
野
家
か
ら
内
藤
家
に
郷
村
が

渡
さ
れ
た
事
が
告
げ
ら
れ
た
。

　
一
二
日
、
す
で
に
受
け
取
り
の
実
務
は
済
ま
さ
れ
て
い
る
の
で
、
城
引
き
渡
し
当
日
は
儀
式

的
な
や
り
と
り
が
中
心
に
な
る
。
延
岡
城
の
鉄
砲
の
問
で
、
上
使
牧
野
織
部
・
松
平
藤
九
郎
、

内
藤
家
の
家
老
内
藤
治
部
左
衛
門
と
組
頭
加
藤
又
左
衛
門
、
牧
野
家
の
家
老
樋
口
治
部
左
衛
門

が
顔
を
合
わ
せ
、
城
引
き
渡
し
と
城
受
け
取
り
の
挨
拶
を
行
っ
た
。
城
附
武
具
の
引
き
渡
し
は
、

こ
れ
を
弓
の
間
に
置
き
、
家
老
樋
口
か
ら
家
老
内
藤
へ
目
録
で
引
き
渡
さ
れ
た
。
ま
た
、
城
内

各
所
、
御
門
、
御
番
所
に
配
備
さ
れ
た
牧
野
側
家
臣
と
内
藤
側
家
臣
の
入
れ
替
え
が
行
わ
れ
、

こ
の
旨
を
両
家
老
が
上
使
に
報
告
し
た
。
こ
の
報
告
を
以
て
、
渡
方
と
受
取
方
は
着
座
の
場
所

を
入
れ
替
え
て
い
る
。
こ
う
し
て
城
引
き
渡
し
は
終
了
し
、
牧
野
家
中
は
城
か
ら
引
き
取
っ
て

い
っ
た
。
上
使
は
食
事
の
接
待
を
受
け
て
、
四
ッ
時
に
は
城
を
退
出
し
た
。
内
藤
家
で
は
、
老

中
宛
の
城
引
き
渡
し
終
了
を
報
告
す
る
注
進
状
を
上
使
か
ら
預
か
り
、
こ
れ
を
す
ぐ
に
送
り
出

し
て
い
る
。

　
こ
の
度
の
内
藤
家
の
新
領
知
に
は
、
代
官
岡
田
庄
太
夫
支
配
の
幕
領
二
万
石
が
含
ま
れ
て
い

た
為
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
四
日
に
引
き
渡
さ
れ
る
事
に
な
っ
た
。
富
岡
新
町
の
陣
屋
に
増

田
稲
右
衛
門
と
吉
田
長
右
衛
門
が
呼
び
出
さ
れ
、
代
官
岡
田
か
ら
引
き
渡
し
の
趣
を
仰
せ
つ
け

ら
れ
て
、
諸
書
付
と
目
録
を
渡
さ
れ
た
。
本
来
は
諸
帳
面
も
渡
さ
れ
る
筈
で
あ
っ
た
が
、
作
成

が
間
に
合
わ
な
か
っ
た
と
い
う
事
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
目
録
の
み
で
、
出
来
次
第
代
官
岡
田

の
手
代
を
通
じ
て
渡
さ
れ
る
と
の
事
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
内
藤
家
の
延
享
四
年
転
封
を
素
材
に
し
て
、
藩
内
部
の
視
点
か
ら
転
封
の
実
現
過
程

を
明
ら
か
に
し
た
。
本
稿
に
よ
っ
て
、
転
封
が
内
藤
家
中
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ

も
の
だ
っ
た
か
、
そ
の
一
端
を
示
す
事
が
で
き
た
。
ま
た
、
転
封
時
に
お
け
る
江
戸
藩
邸
の
重

要
性
や
他
大
名
家
と
の
や
り
と
り
の
重
要
性
な
ど
に
つ
い
て
も
触
れ
た
が
、
特
に
後
者
の
点
を

踏
ま
え
る
と
、
今
後
の
課
題
と
し
て
大
名
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
と
り
あ
げ
る
際
、
対
幕
府
と

い
う
局
面
に
限
ら
ず
、
領
内
経
営
と
い
う
局
面
に
お
け
る
そ
れ
に
つ
い
て
も
注
意
を
払
う
べ
き

で
あ
る
事
が
指
摘
で
き
る
。

　
し
か
し
、
紙
面
の
関
係
か
ら
、
こ
れ
ら
の
問
題
も
限
定
し
た
形
で
し
か
示
し
得
ず
、
触
れ
ら

れ
な
か
っ
た
問
題
も
多
い
。
さ
ら
に
、
転
封
後
の
状
況
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期
し
た
い
。

2 1　註3

藤
野
保
『
江
戸
幕
府
崩
壊
論
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）
よ
り
。

藤
野
保
『
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
）
、
同
『
江
戸
幕
府
崩
壊
論
』
（
前

提
）
、
所
理
喜
夫
「
関
東
転
封
前
後
に
お
け
る
徳
川
氏
の
権
力
構
造
に
つ
い
て
」
（
『
地
方
史
研
究
』

二
）
、
北
島
正
元
「
「
三
方
領
知
替
」
と
上
知
令
」
（
『
徳
川
林
政
史
研
究
所
紀
要
』
昭
和
四
九
年
度
）
、

荒
川
秀
俊
「
慶
応
二
年
に
行
わ
れ
た
転
封
と
そ
の
背
景
」
（
『
日
本
歴
史
』
一
七
二
）
な
ど
。
ま
た
、

城
郭
史
の
視
点
か
ら
転
封
時
の
城
受
け
渡
し
に
つ
い
て
検
討
し
た
白
峰
旬
の
『
幕
府
権
力
と
城
郭

統
制
』
（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
、
「
三
河
国
吉
田
城
の
受
け
取
り
（
宝
永
三
年
）
と
引
き
渡

し
（
正
徳
二
年
）
に
つ
い
て
」
（
『
別
府
大
学
大
学
院
紀
要
』
九
）
、
「
正
徳
二
年
の
下
総
国
古
河
城

引
き
渡
し
と
三
河
国
吉
田
城
受
け
取
り
に
つ
い
て
」
（
『
史
学
叢
書
』
三
八
）
、
「
慶
応
三
年
の
白
河

城
・
棚
倉
城
・
川
越
城
の
受
け
取
り
・
引
き
渡
し
と
前
橋
見
分
に
つ
い
て
」
（
『
城
館
史
料
学
』
六
）

も
あ
る
。

利
岡
俊
昭
「
減
転
封
に
伴
う
先
収
貢
租
返
還
問
題
に
つ
い
て
」
（
『
史
観
』
八
四
）
、
宮
崎
克
則
「
藩

主
の
転
封
と
領
民
動
揺
を
め
ぐ
る
問
題
」
（
『
日
本
歴
史
』
四
四
七
）
、
東
谷
智
「
大
名
転
封
時
に

お
け
る
領
主
と
領
民
」
（
『
甲
南
大
学
紀
要
　
文
学
編
』
一
五
九
）
な
ど
。
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ま
た
、
政
治
史
的
な
転
封
研
究
、
大
名
と
領
知
と
の
関
係
に
注
目
し
た
転
封
研
究
と
も
異
な
る
も

の
と
し
て
、
谷
口
昭
氏
に
よ
り
近
世
に
お
け
る
家
産
官
僚
制
を
検
討
す
る
と
い
う
切
り
口
か
ら
転

封
研
究
が
行
わ
れ
て
お
り
注
目
さ
れ
る
（
「
近
世
の
家
産
官
僚
制
」
｛
『
名
城
法
学
』
四
一
の
四
、

「
大
名
の
領
知
と
家
産
」
｛
『
名
城
法
学
』
四
二
の
二
、
「
転
封
記
録
の
存
在
形
態
」
一
、
二
｛
『
名

城
法
学
』
四
二
の
三
、
四
三
の
一
三
、
「
家
中
の
履
歴
」
上
下
蔓
名
城
法
学
』
五
四
の
一
、
二
、
一
三
、

「
転
封
の
世
紀
」
帯
名
城
法
学
』
六
Ω
等
）
。

転
封
関
係
史
料
に
つ
い
て
は
谷
口
昭
氏
が
網
羅
的
な
調
査
を
行
い
、
多
く
の
史
料
を
紹
介
し
て
い

る
（
「
転
封
考
史
料
編
問
合
書
」
｛
『
名
城
法
学
』
五
九
の
二
な
ど
）
。

『
内
藤
家
文
書
』
一
の
七
の
三
五
。

順
に
『
内
藤
家
文
書
』
一
の
二
〇
の
三
＝
二
、
『
内
藤
家
文
書
』
一
の
二
〇
の
三
一
二
。

三
月
二
三
日
江
戸
発
磐
城
平
宛
書
状
に
よ
れ
ば
、
道
具
類
は
当
用
の
品
は
江
戸
に
送
っ
て
深
川
町

蔵
を
借
り
て
入
れ
て
お
き
、
廻
船
問
屋
に
大
阪
経
由
で
新
所
領
に
送
ら
せ
る
。
当
用
の
品
以
外
を

湯
長
谷
に
一
旦
預
か
っ
て
も
ら
い
追
々
江
戸
へ
引
き
取
る
と
し
て
い
る
。
湯
長
谷
藩
へ
の
預
け
は

荷
物
輸
送
の
経
由
地
で
は
な
く
一
定
期
間
の
保
管
を
前
提
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
最
終
的

に
は
湯
長
谷
藩
に
内
藤
家
側
が
土
蔵
と
居
所
用
の
長
屋
を
建
て
、
湯
長
谷
御
用
番
と
し
て
一
七
名

の
内
藤
家
中
を
湯
長
谷
藩
内
に
駐
在
さ
せ
る
事
に
な
っ
た
。
「
万
覚
帳
」
四
月
二
六
日
条
に
、
御

用
番
一
七
名
の
人
員
と
勤
め
方
が
記
さ
れ
て
お
り
、
四
月
中
に
は
こ
の
件
に
つ
い
て
は
確
定
し
た

と
見
ら
れ
る
。

こ
の
書
状
は
二
二
日
夜
に
磐
城
平
に
到
着
し
、
翌
二
三
日
に
は
郡
方
に
郷
村
帳
の
案
詞
帳
面
が
渡

さ
れ
、
帳
面
作
成
の
指
示
が
下
さ
れ
て
い
る
。

「
奥
州
岩
城
平
日
州
延
岡
御
所
替
覚
帳
」
よ
り
。

二
七
日
の
内
藤
家
留
守
居
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
、
鳥
居
家
留
守
居
は
国
許
へ
確
認
の
上

追
っ
て
回
答
す
る
と
答
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
後
の
「
万
覚
帳
」
の
記
録
で
、
鳥
居
家
の
回
答
を

確
認
す
る
事
は
出
来
な
い
。

「
奥
州
岩
城
よ
り
日
州
延
岡
江
御
所
替
二
付
萬
留
書
」
よ
り
。

「
奥
州
岩
城
平
日
州
延
岡
御
所
替
覚
帳
」
よ
り
。

「
奥
州
岩
城
平
日
州
延
岡
御
所
替
覚
帳
」
よ
り
。

注
2
の
白
峰
氏
の
論
考
よ
り
。

四
月
三
日
江
戸
発
磐
城
宛
書
状
で
既
に
宿
は
三
家
相
談
の
上
、
町
屋
に
す
る
事
に
し
た
と
あ
る
。

上
使
か
ら
表
一
の
指
示
を
受
け
る
以
前
に
、
そ
の
内
容
を
把
握
し
て
い
た
傍
証
と
な
ろ
う
。
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し
か
し
四
月
二
〇
日
一
丁
目
で
出
火
が
発
生
し
て
し
ま
い
、
上
使
宿
に
つ
い
て
は
再
調
整
を
す
る

事
に
な
っ
た
。

な
お
「
磐
城
平
城
引
渡
武
具
井
役
人
之
覚
」
に
関
し
て
は
同
日
に
牧
野
衆
へ
も
渡
さ
れ
て
い
る
。

「
奥
州
岩
城
平
日
州
延
岡
御
所
替
覚
帳
」
よ
り
。

「
奥
州
岩
城
よ
り
日
州
延
岡
江
御
所
替
二
付
萬
留
書
」
よ
り
。

四
月
二
六
日
江
戸
着
磐
城
平
差
出
の
書
状
で
湯
長
谷
道
具
番
の
人
選
に
つ
い
て
触
れ
て
お
り
、
こ

の
書
状
へ
の
江
戸
か
ら
の
回
答
に
＝
代
勤
之
者
此
劒
御
暇
被
下
可
然
」
と
あ
る
。

内
藤
全
稀
は
既
に
隠
居
を
し
て
い
る
が
、
未
だ
磐
城
平
で
の
藩
政
の
意
思
決
定
に
深
く
関
わ
っ
て

い
る
。

五
月
三
日
江
戸
着
磐
城
平
差
出
の
書
状
よ
り
。

な
お
、
増
田
は
、
受
取
方
が
延
岡
に
到
着
す
る
の
に
備
え
て
、
町
在
の
借
宅
の
宿
割
を
す
る
御
用

も
担
っ
て
お
り
、
延
岡
入
り
し
た
時
の
肩
書
き
は
「
延
岡
御
先
御
用
井
御
請
取
方
御
人
数
宿
割
兼

郡
奉
行
増
田
稲
右
衛
門
」
で
あ
っ
た
（
「
奥
州
岩
城
平
日
州
延
岡
御
所
替
覚
帳
」
よ
り
）
。

「
奥
州
岩
城
平
日
州
延
岡
御
所
替
覚
帳
」
よ
り
。

「
奥
州
岩
城
平
日
州
延
岡
御
所
替
覚
帳
」
よ
り
。

「
奥
州
岩
城
平
日
州
延
岡
御
所
替
覚
帳
」
よ
り
。
な
お
、
受
取
方
が
行
列
時
に
使
用
す
る
武
具
も

六
月
四
日
に
は
江
戸
へ
届
い
た
。
幕
や
旗
竿
の
不
足
分
を
追
加
し
江
戸
か
ら
延
岡
へ
送
ら
れ
る
事

に
な
っ
て
い
た
。

六
月
一
二
日
江
戸
着
磐
城
平
差
出
の
書
状
よ
り
。

三
月
二
八
日
江
戸
着
磐
城
平
差
出
の
書
状
に
対
す
る
江
戸
か
ら
の
回
答
よ
り
。

六
月
一
四
日
江
戸
着
磐
城
平
差
出
の
書
状
よ
り
。

五
月
九
日
江
戸
着
磐
城
平
差
出
の
書
状
へ
の
回
答
よ
り
。
な
お
こ
の
他
、
磐
城
平
か
ら
大
坂
ま
で

の
人
夫
請
負
人
は
加
賀
屋
甚
右
衛
門
、
米
屋
久
右
衛
門
が
、
伏
見
か
ら
大
坂
ま
で
で
家
中
が
乗
船

す
る
川
船
と
旅
篭
の
差
配
は
伏
見
御
船
宿
丹
波
屋
仁
兵
衛
、
大
坂
か
ら
の
家
中
乗
船
の
請
け
負
い

は
細
屋
仁
兵
衛
が
行
っ
て
い
る
（
大
坂
関
係
は
「
奥
州
岩
城
よ
り
日
州
延
岡
江
御
所
替
二
付
萬
留

書
」
よ
り
）
。

な
お
、
こ
の
郷
村
高
帳
で
は
寛
延
二
～
延
享
三
年
ま
で
の
五
年
間
の
物
成
平
均
値
も
書
き
上
げ
た

の
で
、
江
戸
磐
城
平
間
の
書
状
の
や
り
と
り
で
は
五
ヶ
年
平
均
帳
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。

四
月
一
八
日
江
戸
着
磐
城
平
差
出
の
書
状
よ
り
。

「
奥
州
岩
城
よ
り
日
州
延
岡
江
御
所
替
二
付
萬
留
書
」
よ
り
。
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「
奥
州
岩
城
平
日
州
延
岡
御
所
替
覚
帳
」
よ
り
。

以
下
の
記
述
は
、
「
奥
州
岩
城
平
日
州
延
岡
御
所
替
覚
帳
」
よ
り
。

以
下
の
記
述
は
、
「
奥
州
岩
城
平
日
州
延
岡
御
所
替
覚
帳
」
に
よ
る
。

五
日
か
ら
七
日
の
動
き
は
延
享
四
年
「
万
覚
帳
」
よ
り
。

以
下
の
記
述
は
「
奥
州
岩
城
平
日
州
延
岡
御
所
替
覚
帳
」
、
「
御
得
替
抜
書
」
（
『
内
藤
家
文
書
』
一

の
三
一
の
六
三
）
、
「
延
岡
御
城
附
井
豊
後
宮
崎
郷
村
御
代
官
岡
田
庄
太
夫
様
御
引
渡
被
成
候
覚
書
」

（『

燗
｡
家
文
書
』
一
の
二
三
の
三
六
五
）
に
よ
る
。

　
本
稿
は
平
成
二
〇
～
二
二
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
若
手
研
究
（
B
）
「
所
領
移
動
（
転

封
）
の
影
響
を
踏
ま
え
た
譜
代
大
名
家
文
書
の
構
造
と
伝
来
過
程
の
分
析
」
（
研
究
代
表
者
日

比
佳
代
子
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

転封実現過程に関する基礎的考察

＊
明
治
大
学
博
物
館
刑
事
部
門
学
芸
員

く
二
〇
一
一
年
三
月
一
日
受
付
、
二
〇
一

一
年
三
月
五
日
受
理
〉
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転封実現過程に関する基礎的考察

Basic　analysis　of　the　fief－change（7】6〃ψδ）process：

　　　　the　moving　of　Naito－clan　from　Iwakidaira　to

　　　　　　　　Nobeoka　in　1747（the　4th　Year　of　E〃勿δ）

HIBI，　Kayoko

　　　In　Edo－Period　the　Bαん蜘was　authorized　to　change　the　Fiefs　of　Fudai　Lords．　The　studies　of　the　fief－change，

TempO，　process　have　concentrated　on　analyzing　the　political　relationship　between　B罐ゆand　Han，　investigating　the

treatment　of　unpaid　taxes　or　the　ceremonies　of　castle－domain　transfer，　etc．　However　it　was　neglected　to　analyze　the

concrete　practices　of　fief－changes：how　to　move　from　one　estate　to　another．　On　the　occasion　of　moving　to　the　new

estate　the　Hαn　had　to　exchange　the　information　with　the　Bak瞬and　the　other　Hα％－s，　to　arrange　the　migration　of

hundreds　of　vassals，　their　relatives　and　household　effects．　The　aim　of　the　thesis　is　to　elucidate　the　concrete　process

of　7セ卿ρσ，　analyzing　the　preparations　and　the　roadmaps　of　the　fief－change　of　Naito－clan　from　Iwakidaira　to　Nobeoka

inl747．
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